
一

社
会
文
化
論
集
　
第
十
三
号
　
二
〇
一
七
年
三
月

日
本
・
渤
海
関
係
の
な
か
の
音
楽
―
渤
海
楽
と
高
内
弓
・
板
振
鎌
束
を
め
ぐ
っ
て
―

大
日
方　

克　

己
＊ 　
　

は
じ
め
に

　

日
本
・
渤
海
関
係
の
研
究
に
は
膨
大
な
蓄
積
が
あ
る
。
人
・
モ
ノ
・
情
報
の
移

動
を
通
じ
て
、
政
治
的
関
係
、
外
交
儀
礼
、
交
易
、
文
学
、
ま
た
そ
れ
ら
か
ら
み

え
る
王
権
や
諸
関
係
の
特
質
、歴
史
的
過
程
と
意
義
な
ど
論
点
は
多
岐
に
わ
た
り
、

数
多
く
の
重
要
な
成
果
を
生
み
出
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
だ

論
じ
き
れ
て
い
な
い
課
題
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
音
楽
で
あ

る
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
外
交
儀
礼
の
場
、
蕃
客
を
饗
応
す
る
場
で
各
種
の
音
楽
が
奏
さ

れ
る
こ
と
、
渤
海
楽
が
伝
来
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
荻
美
津
夫
が

渤
海
楽
伝
来
の
契
機
は
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
の
渤
海
使
己
珍
蒙
の
来
日
に
あ

る
こ
と（
1
）、
九
世
紀
に
は
楽
制
改
革
の
な
か
で
、
百
済
楽
・
新
羅
楽
と
と
も
に

渤
海
楽
も
高
麗
楽
に
包
摂
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
2
）。
ま
た
酒
寄
雅
志

は
、
八
世
紀
の
渤
海
楽
伝
来
の
状
況
と
、
雅
楽
の
楽
曲
「
新
靺
鞨
」
が
拝
舞
の
作

法
を
も
と
に
創
作
さ
れ
た
舞
踏
を
組
み
こ
み
な
が
ら
再
興
さ
れ
た
こ
と
を
、
東
北

ア
ジ
ア
の
関
係
の
中
で
論
じ
て
い
る（
3
）。
し
か
し
、
渤
海
楽
が
ど
の
よ
う
に
し

て
伝
来
し
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
演
奏
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
こ
と
の
も
つ
歴

史
的
意
味
、
日
本
律
令
国
家
と
周
辺
諸
国
間
関
係
の
な
か
で
も
つ
意
味
に
つ
い
て

の
検
討
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
日
本
律
令
国
家
の
楽
制
が
倭
楽
を
中
心
に
諸
外

国
楽
を
配
置
す
る
編
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
国
制
の
中
華
帝
国
的
編
成
と
結

び
つ
い
て
い
る
と
い
う
指
摘（
4
）を
考
え
れ
ば
、
日
本
・
渤
海
関
係
に
お
け
る
音

楽
は
重
要
な
論
点
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
加
え
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
見
逃
さ
れ
て
い
た
問
題
が
あ
る
。
天
平
宝

字
七
年（
七
六
三
）、渤
海
か
ら
の
帰
国
途
中
で
起
き
た
事
件
―
船
師
板
振
鎌
束
が
、

乗
船
し
て
い
た
帰
国
留
学
生
高
内
弓
の
妻
子
ら
を
海
中
に
投
げ
落
と
し
た
と
い
う

事
件
で
あ
る
。
日
本
・
渤
海
交
流
史
の
な
か
の
悲
劇
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
は
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二

日
本
・
渤
海
関
係
の
な
か
の
音
楽
―
渤
海
楽
と
高
内
弓
・
板
振
鎌
束
を
め
ぐ
っ
て
―

よ
く
知
ら
れ
て
い
る（
5
）。
し
か
し
こ
の
板
振
鎌
束
が
十
世
紀
の
源
博
雅
撰
の
笛

譜
集
『
新
撰
楽
譜
』
跋
文
に
み
え
る
笛
の
伝
授
関
係
の
最
初
に
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
高
内
弓
が
渤
海
で
音
声
を
学
ん
で
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
検

討
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　

本
稿
で
は
渤
海
使
己
珍
蒙
の
来
日
を
契
機
と
す
る
渤
海
楽
伝
来
の
状
況
を
再
検

討
し
、
ま
た
高
内
弓
・
板
振
鎌
束
と
音
楽
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
状
況
を
明
ら
か

に
し
て
、
日
本
と
渤
海
の
関
係
に
つ
い
て
音
楽
か
ら
論
じ
て
み
た
い
。

一　

渤
海
使
と
音
楽

（
１
）
渤
海
使
己
珍
蒙
の
来
日
と
音
楽

　

天
平
十
一
年（
七
三
九
）七
月
、渤
海
使
己
珍
蒙
ら
が
出
羽
国
に
来
着
し
た（『
続

日
本
紀
』
同
年
七
月
癸
夘
（
十
三
日
）
条
）。
帰
国
す
る
天
平
度
の
遣
唐
使
判
官

平
群
広
成
を
伴
な
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
（『
続
日
本
紀
』
同
年
十
月
丙
戌
（
二
十
七

日
）
条
）。
本
来
は
胥
要
徳
を
大
使
と
す
る
一
行
だ
っ
た
が
、
船
が
転
覆
し
て
胥

要
徳
ら
は
没
死
し
、
平
群
広
成
が
副
使
己
珍
蒙
ら
を
率
い
て
出
羽
国
に
た
ど
り
着

い
た
も
の
だ
と
い
う
（『
続
日
本
紀
』
同
年
十
一
月
辛
夘
（
三
日
）
条
）。

　

平
群
広
成
は
、
多
治
比
広
成
を
大
使
と
す
る
遣
唐
使
の
判
官
と
し
て
天
平
五
年

（
七
三
三
）
七
月
に
入
唐
し
た（
6
）。
天
平
六
年
（
七
三
四
）
に
帰
国
の
途
に
つ

い
た
が
、
大
使
多
治
比
広
成
の
船
だ
け
が
十
一
月
に
多
褹
島
に
帰
着
し
た
（『
続

日
本
紀
』
同
年
十
一
月
丁
丑
（
二
十
日
）
条
）。
多
治
比
広
成
の
船
に
は
留
学
生

下
道
真
備
・
留
学
僧
玄
昉
、
唐
人
袁
晋
卿
ら
が
乗
っ
て
い
た
。
副
使
中
臣
名
代
の

船
は
南
海
に
漂
着
し
天
平
八
年
（
七
三
六
）
に
帰
国
し
た
。
平
群
広
成
ら
の
船
は

崑
崙
（
あ
る
い
は
林
邑
）
に
漂
着
し
、
略
奪
さ
れ
た
り
、
殺
害
さ
れ
た
り
し
た
も

の
が
あ
っ
た
と
い
う（
7
）。
平
群
広
成
の
帰
国
報
告
に
よ
る
と
、
天
平
九
年
こ
ろ

に
唐
に
戻
り
、
阿
部
仲
麻
呂
の
助
言
で
、
渤
海
経
由
で
帰
国
す
る
こ
と
を
玄
宗
皇

帝
に
申
請
し
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）
三
月
に
登
州
か
ら
渤
海
に
渡
っ
た
。
王
大

欽
茂
が
遣
日
使
節
を
派
遣
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
同
行
し
て
日
本
に

向
か
っ
た
と
す
る（
8
）。

　

大
欽
茂
は
、
開
元
二
十
五
年
（
天
平
九
、七
三
七
）
に
大
武
芸
の
死
去
に
よ
り

王
を
継
承
し
、
翌
年
渤
海
王
に
冊
封
さ
れ
た（
9
）。
大
欽
茂
の
王
位
継
承
を
受
け

て
、
遣
日
使
節
の
派
遣
を
準
備
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
続
日
本
紀
』
天
平

十
一
年
（
七
三
九
）
十
二
月
戊
辰
条
に
引
用
す
る
渤
海
王
大
欽
茂
の
啓
に
よ
る

と
、「
欲
下
待
二
来
春
一
方
廻
上
、
使
等
貪
レ
前
、
苦
二
請
乃
年
帰
去
一
」「
因
備
二
行
資
一
、

即
為
二
発
遣
一
」
と
述
べ
、
来
春
（
七
四
〇
春
）
の
遣
日
使
節
派
遣
を
予
定
し
て

い
た
が
、
平
群
広
成
が
年
内
の
帰
国
を
望
ん
だ
の
で
、
予
定
を
早
め
て
派
遣
し
た

と
し
て
い
る（
10
）。

　

己
珍
蒙
と
平
群
広
成
ら
は
天
平
十
一
年
十
月
二
十
七
日
に
入
京
し
、
十
一
月
三

日
に
広
成
が
拝
朝
、
帰
国
報
告
し
た
。
十
二
月
十
日
に
は
己
珍
蒙
ら
が
拝
朝
し
、

王
啓
と
方
物
を
献
上
し
た
。年
が
明
け
て
天
平
十
二
年
元
日
に
は
朝
賀
に
参
列
し
、

正
月
七
日
に
は
己
珍
蒙
ら
へ
の
叙
位
と
朝
堂
で
の
賜
宴
、
賜
物
が
あ
っ
た
。
十
六

日
に
は
、
天
皇
が
南
苑
に
出
御
し
て
侍
臣
の
宴
と
、
朝
堂
に
お
け
る
「
百
官
」
と

渤
海
客
へ
の
饗
が
行
わ
れ
た
。
十
七
日
に
は
大
極
殿
南
門
で
大
射
が
あ
り
、
己
珍

蒙
ら
も
五
位
以
上
の
次
に
射
列
に
加
わ
っ
た
（
以
上
『
続
日
本
紀
』）。
元
日
朝
賀
、

正
月
七
日
節
、
十
六
日
節
、
大
射
と
い
う
正
月
の
一
連
行
事
へ
の
蕃
客
の
参
列
は

『
内
裏
式
』
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
へ
の
参
列
は
己
珍
蒙
ら

が
史
料
上
の
初
見
と
な
る
。

　

一
連
の
正
月
行
事
が
終
了
し
た
の
ち
、
正
月
二
十
九
日
に
故
胥
要
徳
へ
の
従
二
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位
贈
位
が
あ
り
、翌
三
十
日
に
は
天
皇
が
中
宮
閤
門
に
御
し
て
、己
珎
蒙
ら
が
「
本

国
楽
」
を
奏
し
て
い
る
。
こ
れ
が
渤
海
楽
の
初
見
と
み
ら
れ
て
い
る（
11
）。
そ
し

て
二
日
後
の
二
月
二
日
に
出
京
し
て
帰
国
の
途
に
着
い
た
。
そ
の
二
か
月
半
後
の

四
月
二
十
日
に
遣
渤
海
使
大
伴
犬
養
が
辞
見
し
た
。
大
伴
犬
養
が
帰
国
し
た
の
は

十
月
五
日
で
あ
る
（
以
上
『
続
日
本
紀
』）。

（
２
）
渤
海
楽
の
伝
来

　

以
上
の
よ
う
に
己
珍
蒙
ら
は
遣
唐
判
官
平
群
広
成
を
日
本
に
送
還
す
る
こ
と
が

目
的
の
一
つ
だ
っ
た
が
、
天
平
度
の
遣
唐
使
自
体
は
音
楽
の
伝
来
と
も
深
く
関
係

し
て
い
た
。
己
珍
蒙
ら
の
「
本
国
楽
」
演
奏
も
そ
の
な
か
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
『
続
日
本
紀
』
天
平
七
年
（
七
三
五
）
五
月
庚
申
（
五
日
）
条
に
「
天
皇
御
二

北
松
林
一
、
覧
二
騎
射
一
。
入
唐
廻
使
及
唐
人
、
奏
二
唐
国
・
新
羅
楽
一
挊
レ
槍
」
と

あ
り
、
五
月
五
日
の
騎
射
の
行
事
に
あ
わ
せ
て
入
唐
廻
使
と
唐
人
た
ち
に
よ
る
唐

国
と
新
羅
楽
が
奏
さ
れ
た
。
唐
人
と
は
遣
唐
大
使
多
治
比
広
成
ら
と
と
も
に
来
日

し
た
唐
人
袁
晋
卿
ら
で
あ
る（
12
）。
袁
晋
卿
は
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
十
月

に
法
華
寺
に
お
け
る
舎
利
会
で
も
李
元
環
、
皇
甫
東
朝
、
皇
甫
昇
女
と
と
も
に
唐

楽
を
奏
し
て
い
る（
13
）。
そ
の
李
元
環
、
皇
甫
東
朝
ら
も
ま
た
副
使
中
臣
名
代
と

と
も
に
天
平
八
年
（
七
三
八
）
に
来
日
し
た
唐
人
た
ち
だ
っ
た
。
皇
甫
東
朝
は
、

神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
三
月
二
十
日
に
は
、
従
五
位
下
雅
楽
員
外
助
と
み
え

る
（『
続
日
本
紀
』）。
舎
利
会
の
後
に
、
雅
楽
寮
に
お
い
て
唐
楽
を
教
習
す
る
た

め
に
員
外
助
に
任
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
14
）。

　

さ
ら
に
多
治
比
広
成
と
と
も
に
帰
朝
し
た
留
学
生
下
道
（
吉
備
）
真
備
は
、
唐

か
ら
持
ち
帰
っ
た
唐
礼
・
大
衍
暦
経
な
ど
と
と
も
に
『
楽
書
要
録
』
や
銅
律
管
一

部
、
鉄
如
方
響
写
律
管
声
十
二
条
も
聖
武
天
皇
に
献
上
し
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』

天
平
七
年
四
月
辛
亥
（
二
十
六
日
）
条
）。
真
備
は
儒
教
の
摂
取
に
つ
と
め
た
が
、

儒
教
の
な
か
で
礼
楽
と
し
て
礼
と
不
可
分
の
楽
に
つ
い
て
、
基
本
と
な
る
音
楽
書

や
調
律
具
も
持
ち
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
天
平
七
年
五
月
五
日
の
唐
国
楽
の
奏
は
、

そ
う
し
た
遣
唐
使
の
成
果
の
一
端
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
音
楽
の
伝
来
と
も
大
き
く
か
か
わ
っ
た
天
平
度
の
遣
唐
使
の
性
格

を
考
え
る
と
、
平
群
広
成
の
働
き
か
け
も
あ
っ
て
、
渤
海
使
た
ち
は
渤
海
の
音
楽

も
伝
え
よ
う
と
準
備
し
て
来
日
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
み
え
る
渤
海
楽
が
奏
さ
れ
た
史
料
は
、
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
十
二

月
二
十
七
日
の
東
大
寺
に
お
け
る
礼
仏
読
経
で
あ
る
。
孝
謙
天
皇
の
大
嘗
祭
も
終

わ
り
東
大
寺
大
仏
の
完
成
へ
向
け
て
の
一
大
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、

八
幡
神
の
入
京
に
引
き
続
い
て
こ
の
日
の
礼
仏
読
経
が
行
わ
れ
た
。
八
幡
神
の
祢

宜
尼
大
神
杜
女
が
天
皇
と
同
じ
紫
の
輿
に
乗
っ
て
大
仏
を
拝
し
、
こ
れ
に
あ
わ
せ

て
孝
謙
天
皇
・
聖
武
太
上
天
皇
・
光
明
皇
太
后
も
東
大
寺
に
行
幸
し
、
八
幡
神
に

一
品
、大
神
杜
女
以
下
に
叙
位
し
た
。
あ
わ
せ
て
百
官
人
た
ち
も
東
大
寺
に
会
集
、

礼
仏
し
、「
作
二
大
唐
・
渤
海
・
呉
楽
、
五
節
田
儛
、
久
米
儛
一
」
と
あ
る
よ
う
に

奏
楽
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）。
外
来
系
と
在
来

系
の
楽
舞
が
奏
さ
れ
た
が
、
外
来
系
と
し
て
大
唐
楽
、
渤
海
楽
、
伎
楽
が
み
え
る
。

　

己
珎
蒙
の
次
の
渤
海
使
は
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
九
月
、
佐
渡
国
に
来
着

し
た
慕
施
蒙
一
行
で
あ
る（『
続
日
本
紀
』同
年
九
月
丁
卯（
二
十
四
日
）条
）の
で
、

こ
の
日
の
渤
海
楽
は
己
珍
蒙
一
行
来
日
に
か
か
わ
っ
て
伝
来
し
た
も
の
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

律
令
国
家
の
奏
楽
を
担
う
機
関
と
し
て
は
雅
楽
寮
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
養
老

職
員
令
に
よ
れ
ば
、
雅
楽
寮
を
構
成
す
る
楽
人
は
、
歌
師
・
歌
人
・
歌
女
、
舞
師
・



四

日
本
・
渤
海
関
係
の
な
か
の
音
楽
―
渤
海
楽
と
高
内
弓
・
板
振
鎌
束
を
め
ぐ
っ
て
―

舞
生
、
笛
師
・
笛
生
・
笛
工
、
唐
楽
師
・
唐
楽
生
、
高
麗
楽
師
・
高
麗
楽
生
、
百

済
楽
師
・
百
済
楽
生
、
新
羅
楽
師
・
新
羅
楽
生
、
伎
楽
師
・
伎
楽
生
・
楽
戸
、
腰

鼓
師
・
腰
鼓
生
・
楽
戸
と
な
っ
て
い
る
。
外
来
系
音
楽
と
し
て
、
唐
楽
と
朝
鮮
三

国
楽
が
中
心
で
、
伎
楽
な
ど
が
付
け
加
わ
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』

で
は
欽
明
天
皇
十
五
年
二
月
に
易
博
士
・
暦
博
士
・
医
博
士
・
採
薬
師
と
と
も
に

楽
人
が
交
替
し
た
と
記
し
、
百
済
人
の
楽
人
の
分
番
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
六
世

紀
段
階
か
ら
百
済
人
に
よ
る
奏
楽
、
あ
る
い
は
楽
の
教
習
が
想
定
さ
れ
る
。
同
様

に
、
新
羅
楽
、
高
麗
楽
も
七
世
紀
以
前
の
段
階
で
そ
れ
ぞ
れ
新
羅
人
、
高
句
麗
人

の
楽
人
に
よ
っ
て
、
演
奏
、
教
習
が
想
定
さ
れ
る
。
す
で
に
百
済
や
高
句
麗
が
滅

亡
し
、
白
村
江
以
後
の
関
係
を
考
え
る
な
ら
ば
、
百
済
楽
、
新
羅
楽
、
高
麗
楽
は
、

渡
来
系
の
人
々
を
中
心
に
担
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
己
珍
蒙
ら
と
も
に
来
日
し
た
楽
人
が
日

本
に
と
ど
ま
っ
て
渤
海
楽
を
奏
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
あ
る（
15
）。

あ
る
い
は
、
遣
渤
海
使
大
伴
犬
養
が
渤
海
楽
人
を
伴
っ
て
帰
国
し
た
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
渤
海
楽
を
習
得
し
た
日
本
人
に
よ
る
も
の
と
い
う
見
方
も
あ
る（
16
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
己
珍
蒙
の
来
日
と
関
わ
っ
て
渤
海
楽
が
伝
来
し
日
本
で
も
演
奏

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
次
に
東
大
寺
で
奏
楽
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
天
平
勝
宝
四
年（
七
五
二
）

四
月
九
日
の
大
仏
開
眼
会
で
は
、
大
歌
、
久
米
儛
、
楯
伏
儛
、
女
漢
人
歌
、
跳
子

名
、
唐
古
楽
、
唐
散
楽
、
林
邑
楽
、
高
麗
楽
、
唐
中
楽
、
唐
女
儛
、
高
麗
楽
、
高

麗
女
楽
の
順
に
演
奏
さ
れ
、
渤
海
楽
は
次
第
に
は
み
え
な
い（
17
）。
天
平
勝
宝
元

年
の
礼
仏
会
と
比
較
す
る
と
、
呉
楽
と
林
邑
楽
は
対
応
す
る（
18
）の
で
、
渤
海
楽

で
は
な
く
高
麗
楽
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
違
い
と
な
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
渤
海
は
高
句
麗
を
継
承
す
る
意
識
を
も
っ
て
お
り
、
日
本
側
も

ま
た
同
様
に
認
識
し
て
い
た
。
す
で
に
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
の
第
一
回
渤
海
使

来
日
時
に
「
渤
海
郡
者
旧
高
麗
国
也
。
淡
海
朝
廷
七
年
冬
十
月
、
唐
将
李
勣
伐

滅
二
高
麗
一
。
其
後
朝
貢
久
絶
矣
。
至
レ
是
、
渤
海
郡
王
遣
二
寧
遠
將
軍
高
仁
義
等

廿
四
人
一
朝
聘
」（
19
）と
、
渤
海
郡
王
が
高
句
麗
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
朝
貢
し

て
き
た
と
の
日
本
側
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
続
日
本
紀
』」
天
平
宝

字
三
年
（
七
五
九
）
正
月
戊
辰
朔
条
の
「
高
麗
蕃
客
」
を
初
見
と
し
て
、
渤
海
を

高
麗
と
称
す
る
例
が
頻
出
す
る
。

　

以
上
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
天
平
勝
宝
元
年
東
大
寺
礼
仏
会
の
渤
海
楽
は
、
盧

舎
那
仏
を
中
心
と
し
た
世
界
観
と
渤
海
を
朝
貢
さ
せ
る
中
華
帝
国
的
意
識
に
重
ね

合
わ
せ
、高
麗
楽
に
代
置
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
現
実
に
は
、
渤
海
か
ら
の
楽
人
や
楽
曲
な
ど
の
伝
来
が
九
世
紀
に
か
け
て

継
続
的
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
高
麗
楽
と
比
し
て
質
、
量
と
も
に

及
ば
な
い
た
め
、
独
立
し
た
も
の
と
し
て
奏
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
高
麗
楽

に
包
摂
さ
れ
て
扱
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

次
に
渤
海
楽
が
奏
さ
れ
た
の
は
、
宝
亀
八
年
（
七
七
七
）
の
史
都
蒙
の
入
京
時

で
あ
る
。
史
都
蒙
一
行
が
越
前
国
加
賀
郡
に
来
着
し
た
の
は
前
年
十
二
月
の
こ
と

だ
っ
た
が
、
遭
難
し
て
一
行
一
八
七
人
の
う
ち
生
存
者
は
四
六
人
だ
っ
た（
20
）。

宝
亀
八
年
四
月
十
日
に
入
京
し
方
物
を
献
上
し
（『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）、
五
月

七
日
に
天
皇
が
重
閣
門
に
御
し
て
騎
射
・
走
馬
が
行
わ
れ
、
史
都
蒙
ら
も
参
列
し

た
。
こ
の
騎
射
・
走
馬
に
は
五
位
以
上
に
よ
る
装
馬
と
走
馬
の
進
上
の
ほ
か
に
、

田
舞
と
史
都
蒙
ら
に
よ
る
「
本
国
之
楽
」
の
奏
楽
が
あ
っ
た
（『
続
日
本
紀
』
同

日
条
）。
こ
の
田
舞
と
渤
海
楽
の
組
み
合
わ
せ
は
、
前
述
の
天
平
勝
宝
元
年
の
東

大
寺
礼
仏
会
と
同
じ
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
『
内
裏
式
』
上
「
十
六
日
踏
歌
式
」
に
は
「
或
有
」
勅



五

社
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文
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論
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第
十
三
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七
年
三
月

令
三
客
徒
等
奏
二
其
国
楽
一
」
と
み
え
る
。
し
か
し
一
方
で
雅
楽
が
左
方
の
唐
楽
、

右
方
の
高
麗
楽
に
再
編
さ
れ
、
新
羅
楽
・
百
済
楽
と
と
も
に
渤
海
楽
は
高
麗
楽
に

吸
収
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
21
）。
渤
海
が
高
句
麗
継
承
国
だ
と
い
う
意
識

か
ら
、
高
麗
楽
を
中
心
と
し
た
再
編
成
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
「
渤
海
楽
」
の
名
称
自
体
は
消
滅
し
て
い
な
い
。『
舞
楽
要
録
』
上

「
相
撲
節
」（
22
）
に
よ
る
と
、
延
長
六
年
（
九
二
八
）
七
月
二
十
八
日
の
相
撲
抜

出
に
お
い
て
右
方
楽
と
し
て
「
渤
海
楽
」
が
奏
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
七
月

二
十
七
日
の
召
合
で
は
左
方
が
「
蘇
合
」「
散
手
」、右
方
が
「
古
鳥
蘇
」「
貴
徳
」、

二
十
八
日
の
抜
出
で
は
左
方
が
「
皇
帝
」「
万
歳
楽
」「
秦
王
」「
三
台
」「
太
平
楽
」

「
陵
王
」「
見
蛇
楽
」、
右
方
が
「
新
鳥
蘇
」「
綾
切
」「
狛
桙
」「
皇
仁
」「
渤
海
楽
」

「
納
蘇
利
」「
狛
犬
」
を
奏
し
て
い
る
。
右
方
の
奏
し
た
楽
舞
の
一
つ
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、こ
の
「
渤
海
楽
」
は
楽
曲
名
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

酒
寄
雅
志
は
こ
れ
を
「
新
靺
鞨
」
の
こ
と
と
し
、「
新
靺
鞨
」
は
、
八
世
紀
の
雅

楽
曲
「
靺
鞨
」
の
名
を
変
え
た
も
の
で
、
十
世
紀
後
半
に
は
散
楽
化
し
、
十
一
世

紀
前
半
以
降
に
再
び
雅
楽
と
な
っ
た
と
し
て
い
る（
23
）。

　
「
新
靺
鞨
」
の
ほ
か
に
も
、「
綾
切
」
も
「
大
靺
鞨
」
と
も
呼
ば
れ（
24
）、
渤
海

楽
系
統
を
ひ
く
楽
曲
と
も
い
わ
れ
て
い
る（
25
）。
十
六
世
紀
に
成
立
し
た
『
舞
曲

口
伝
』（
26
）で
は
「
綾
切
」
に
つ
い
て
「
高
麗
女
名
歟
。
愛
嗜
女
ト
云
。
又
大
靺

鞨
ト
云
。
此
曲
ニ
ソ
ラ
入
ト
云
事
ア
リ
。
皆
入
ナ
ン
ト
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
テ
。
又
カ
ヘ

リ
テ
舞
」、「
新
靺
鞨
」
に
つ
い
て
「
此
曲
或
書
云
、
靺
鞨
芋
田
人
名
也
。
出
二
北

古
靺
鞨
国
一
名
也
。
而
高
麗
ヨ
リ
渡
タ
ル
内
ニ
ハ
ア
ラ
ザ
ル
歟
。
旧
記
云
。
着
二

紫
袍
ヲ
一
者
一
人
。
自
二
大
史
一
前
ニ
立
テ
舞
。
是
ヲ
王
ト
云
」
と
記
し
、
高
麗
ま

た
は
靺
鞨
に
ち
な
む
楽
曲
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
石
井
正
敏
は
、
靺
鞨
は
渤
海

を
指
す
と
は
限
ら
ず
、「
新
靺
鞨
」
な
ど
も
渤
海
に
ち
な
む
楽
曲
で
は
な
い
と
す

る
が（
27
）、
酒
寄
雅
志
は
八
世
紀
に
渤
海
楽
が
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
平
城
宮
東

方
官
衙
遺
跡
出
土
木
簡
か
ら
雅
楽
「
靺
鞨
」
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
や
は
り
「
新
靺
鞨
」
も
渤
海
系
と
み
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る（
28
）。

（
３
）
対
渤
海
外
交
儀
礼
に
お
け
る
音
楽

　

以
上
の
「
渤
海
楽
」
の
奏
楽
以
外
に
も
、
渤
海
使
が
楽
舞
に
加
わ
っ
た
り
、
ま

た
日
本
側
の
迎
接
儀
礼
の
中
で
楽
舞
が
奏
さ
れ
る
例
が
少
な
か
ら
ず
記
録
さ
れ
て

い
る
。

　

ま
ず
初
め
て
神
亀
四
年
（
二
七
二
）
に
来
日
し
た
渤
海
使
高
斉
徳
ら
は
、
翌
五

年
正
月
十
七
日
に
聖
武
天
皇
に
対
し
て
王
啓
と
方
物
を
献
上
し
て
い
る
が
、
そ
の

後
、
宴
が
開
催
さ
れ
、
大
射
と
雅
楽
寮
の
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』

同
日
条
）。
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
に
遣
渤
海
小
野
田
守
の
帰
国
に
伴
な
わ

れ
て
来
日
し
た
楊
承
慶
ら
に
対
し
て
は
、
翌
三
年
正
月
三
日
の
淳
仁
天
皇
へ
の
王

啓
・
方
物
献
上
の
後
、
正
月
十
八
日
に
天
皇
出
御
の
も
と
、
舞
台
の
上
で
女
楽
を

奏
す
る
と
と
も
に
、
庭
中
で
内
教
坊
の
踏
歌
が
奏
さ
れ
た
。
さ
ら
に
正
月
二
十
七

日
に
は
藤
原
仲
麻
呂
第
で
渤
海
使
を
迎
え
た
宴
が
設
け
ら
れ
、
内
裏
か
ら
女
楽
が

賜
わ
れ
た
（
以
上
『
続
日
本
紀
』）。
天
平
宝
字
六
年
に
来
日
し
た
王
新
福
ら
に
対

し
て
は
翌
年
正
月
三
日
の
王
啓
・
方
物
献
上
の
後
、
正
月
七
日
に
淳
仁
天
皇
が
大

極
殿
閤
門
に
出
御
し
て
五
位
以
上
と
と
も
に
宴
が
設
け
ら
れ
、
唐
楽
が
庭
中
で
唐

楽
が
奏
さ
れ
て
い
る
。
十
七
日
に
も
淳
仁
天
皇
が
大
極
殿
閤
門
に
出
御
し
、
蕃
客

と
文
武
百
官
以
上
に
対
し
て
饗
宴
が
設
け
ら
れ
、
唐
楽
・
吐
羅
楽
・
林
邑
楽
、
東

国
楽
・
隼
人
楽
、、
内
教
坊
の
踏
歌
な
ど
が
奏
さ
れ
、
蕃
客
ら
も
そ
れ
に
加
わ
っ

て
い
る
（
以
上
『
続
日
本
紀
』）。

　

延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
に
来
日
し
た
大
昌
泰
ら
も
ま
た
、
翌
年
正
月
に
王



六

日
本
・
渤
海
関
係
の
な
か
の
音
楽
―
渤
海
楽
と
高
内
弓
・
板
振
鎌
束
を
め
ぐ
っ
て
―

啓
・
方
物
献
上
お
よ
び
一
連
の
正
月
儀
礼
に
参
列
す
る
が
、
正
月
十
六
日
節
で
は

奏
楽
が
あ
る
と
と
も
に
、
渤
海
使
一
行
も
踏
歌
の
列
に
加
わ
っ
て
い
る
（『
日
本

後
紀
』
同
日
条
）。
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
に
来
日
し
た
王
孝
廉
一
行
も
、
翌
年

正
月
に
王
啓
・
方
物
献
上
と
と
も
に
正
月
行
事
に
参
列
す
る
が
、
正
月
七
日
節
宴

で
は
女
楽
、
十
六
日
節
宴
で
は
踏
歌
が
奏
さ
れ
、
二
十
日
に
は
朝
集
堂
で
饗
が
設

け
ら
れ
楽
が
「
賜
わ
れ
」
て
い
る
（
以
上
『
日
本
後
紀
』）。
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）

に
来
日
し
た
李
承
英
ら
に
対
し
て
も
、
翌
年
の
一
連
の
正
月
行
事
の
な
か
で
、
正

月
十
六
日
節
の
踏
歌
に
参
列
さ
せ
て
い
る
（『
類
聚
国
史
』
巻
七
二
踏
歌
）。
弘
仁

十
二
年
（
八
二
一
）
来
日
の
王
文
矩
ら
も
、
同
じ
く
翌
年
正
月
十
六
日
節
の
踏
歌

に
参
列
し
て
い
る
が
、
王
文
矩
ら
は
打
球
と
舞
を
行
っ
て
い
る
（『
類
聚
国
史
』

七
二
踏
歌
・
一
九
四
渤
海
）。

　
『
内
裏
式
』
十
六
日
踏
歌
式
に
よ
る
と
、
通
常
の
十
六
日
節
で
は
、
吉
野
国
栖

の
歌
笛
と
御
贄
献
上
の
後
、
大
歌
・
立
歌
人
ら
が
歌
を
奏
し
、
そ
の
後
に
宮
人
踏

歌
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。「
大
歌
立
歌
人
等
参
入
奏
歌
如
レ
常
」
に

は
「
若
有
二
蕃
客
一
並
不
レ
奏
」
と
割
書
き
さ
れ
、
通
常
の
儀
の
後
に
、「
若
有
二
蕃

客
一
」
と
し
て
、
蕃
客
が
参
列
す
る
場
合
を
記
述
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
雅
楽
寮

の
奏
楽
の
後
、
勅
に
よ
り
蕃
客
が
「
其
国
楽
」
を
奏
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

後
に
宮
人
踏
歌
が
あ
る
。
つ
ま
り
蕃
客
参
列
時
は
、
通
常
の
大
歌
・
立
歌
が
奏
さ

れ
ず
、
雅
楽
寮
の
奏
楽
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
蕃
客
の
「
其
国
楽
」
の
奏
楽
も
あ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
儀
の
踏
歌
以
前
の
部
分
が
蕃
客
の
有
無
に
よ
っ
て
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。『
儀
式
』
は
『
内
裏
式
』
と
基
本
的
に
は
同
じ

で
あ
る
が
、『
西
宮
記
』『
江
家
次
第
』
な
ど
で
は
蕃
客
参
列
が
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
踏
歌
以
前
の
部
分
が
舞
楽
曲
の
奏
楽
に
な
っ
て
い
る
。
実
例
を
み
て
も
貞

観
年
間
以
降
は
雅
楽
寮
の
奏
楽
が
行
わ
れ
て
お
り
、「
有
蕃
客
」
の
状
況
で
の
音

楽
が
通
常
の
儀
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る（
29
）。
渤
海
使
の
正
月
入
京
が
な

く
な
り
正
月
儀
礼
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
く（
30
）に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
国
的
性
格

の
形
式
だ
け
は
と
ら
れ
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

淳
和
朝
・
天
長
年
間
以
降
、
渤
海
使
の
入
京
時
期
が
正
月
か
ら
五
月
前
後
に
変

化
し
て
い
き
、
渤
海
使
に
対
す
る
饗
宴
の
場
に
お
け
る
楽
舞
の
史
料
も
ほ
と
ん
ど

み
え
な
く
な
る
。
し
か
し
元
慶
六
年
（
八
八
二
）
に
来
日
し
た
裴
頲
ら
は
、
翌

七
年
四
月
末
に
入
京
し
、
五
月
二
日
に
王
啓
・
方
物
を
陽
成
天
皇
に
献
上
し
た

後
、
三
日
に
豊
楽
院
で
饗
宴
が
設
け
ら
れ
、
雅
楽
寮
の
陣
鉦
鼓
と
内
教
坊
の
女
楽

が
奏
さ
れ
て
い
る
（『
三
代
実
録
』）。
ま
た
十
世
紀
醍
醐
朝
に
入
っ
て
延
喜
十
九

年
（
九
一
九
）
に
来
日
し
た
裴
璆
ら
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
十
二
月
十
六
日

に
「
仰
遣
二
内
教
坊
別
当
右
近
少
将
伊
衡
於
内
教
坊
一
、
選
二
定
渤
海
客
宴
日
舞
人

等
一
。
仰
二
定
坊
家
可
調
二
舞
人
廿
人
・
舞
童
十
人
・
音
声
廿
人
一
。
去
八
年
、
音

声
人
卅
六
人
、
此
度
定
減
。
此
外
威
儀
廿
人
。
依
レ
例
内
侍
所
可
レ
差
二
女
嬬
等
一
」

（『
扶
桑
略
記
』）
と
、
内
教
坊
の
舞
人
・
舞
童
・
音
声
人
ら
の
選
定
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
内
教
坊
の
楽
舞
は
、『
扶
桑
略
記
』
延
喜
二
十
年
五
月
十
二
日
条
に
「
於
二

豊
楽
院
一
、
可
レ
賜
二
客
徒
宴
一
。
自
二
夜
中
一
陰
雨
、
辰
四
刻
雨
止
。
巳
一
刻
、
出

二
御
南
殿
一
、
乗
輿
出
レ
宮
、
入
二
御
豊
楽
院
一
」
と
み
え
る
豊
楽
院
に
お
け
る
饗
宴

で
奏
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う（
31
）。
ま
た
音
声
人
を
延
喜
八
年
に
三
十
六
人
か
ら

二
十
人
に
減
じ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
回
延
喜
八
年
の
裴
璆
来
日
時
に
も

内
教
坊
女
楽
が
奏
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
延
喜
八
年
の
状
況
は
『
貞
信
公

記
抄
』『
扶
桑
略
記
』『
日
本
紀
略
』
等
に
み
え
る
が
、
と
く
に
奏
楽
の
こ
と
は
記

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
延
喜
二
十
年
が
渤
海
使
入
京
の
最
後
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
渤
海
使
迎
接
に
お
け
る
奏
楽
の
状
況
を
み
る
と
、
淳
和
朝
・
天
長
年
間

を
境
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
嵯
峨
朝
ま
で
は
、
蕃
客
（
渤
海
使
）
を
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迎
え
た
饗
宴
の
場
で
、
雅
楽
寮
の
奏
楽
と
内
教
坊
の
女
楽
が
行
わ
れ
た
。、
と
く

に
正
月
十
六
日
節
は
、
渤
海
使
参
列
を
想
定
し
た
儀
式
次
第
が
規
定
さ
れ
、
通
常

と
は
異
な
る
雅
楽
寮
の
奏
楽
と
渤
海
使
自
身
の
奏
楽
も
想
定
さ
れ
た
。
八
世
紀
は

「
本
国
楽
」
を
奏
す
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
踏
歌
の
列
に
加
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

雅
楽
寮
の
奏
楽
の
内
容
も
、
唐
楽
な
ど
外
来
系
と
東
国
楽
・
隼
人
楽
な
ど
在
来
系

の
双
方
を
奏
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
も
「
賜
楽
」
と
し
て
、
天
皇
か
ら
渤
海

使
に
与
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
音
楽
が
、
天
皇
を
君
主
と
す
る

日
本
律
令
国
家
の
帝
国
性
を
表
現
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

渤
海
は
天
皇
か
ら
雅
楽
寮
や
内
教
坊
の
楽
舞
を
与
え
ら
れ
、
本
国
楽
や
踏
歌
を
以

て
天
皇
に
奏
上
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
中
華
的
秩
序
の
な
か
に
組
み
込
ま

れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

淳
和
朝
以
降
、
渤
海
使
が
正
月
儀
礼
か
ら
排
除
さ
れ
、
渤
海
使
に
よ
る
音
楽
奏

上
や
踏
歌
参
加
も
な
く
な
る
。
か
わ
り
に
醍
醐
朝
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
内
教
坊
女

楽
が
渤
海
使
饗
宴
の
場
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
。
九
世
紀
以
降
に
進
展
す
る
雅
楽

の
変
化
、
再
編
成
と
も
関
係
す
る
動
き
で
あ
ろ
う
。

二　

日
本
・
渤
海
関
係
と
高
内
弓

（
１
）
高
内
弓
の
音
楽

　

渤
海
と
音
楽
の
関
係
を
検
討
す
る
上
で
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
に
渤
海
か

ら
帰
国
し
た
留
学
生
高
内
弓
が
注
目
さ
れ
る
。
高
内
弓
に
関
す
る
史
料
は
次
の
二

点
の
み
で
あ
る
。

史
料
１
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
七
年
十
月
乙
亥
（
六
日
）
条

左
兵
衛
正
七
位
下
板
振
鎌
束
至
レ
自
二
渤
海
一
、
以
レ
擲
二
人
於
海
一
、
勘
当

下
レ
獄
。
八
年
之
乱
、
獄
囚
充
満
。
因
其
居
住
移
二
於
近
江
一
。
初
王
新
福
之

帰
二
本
蕃
一
也
、
駕
船
爛
脆
。
送
使
判
官
平
群
虫
麻
呂
等
慮
二
其
不
完
。
申

レ
官
求
レ
留
。
於
レ
是
。
史
生
已
上
皆
停
二
其
行
一
、
以
修
二
理
船
一
、
使
下
鎌
束

便
為
二
船
師
一
、
送
二
新
福
等
一
発
遣
上
。
事
畢
帰
日
、
我
学
生
高
内
弓
、
其
妻

高
氏
、
及
男
広
成
、
緑
児
一
人
、
乳
母
一
人
、
并
入
唐
学
問
僧
戒
融
、
優
婆

塞
一
人
、
転
レ
自
二
渤
海
一
相
隨
帰
朝
。
海
中
遭
レ
風
所
レ
向
迷
レ
方
、
柂
師
・

水
手
為
レ
波
所
レ
没
。
于
レ
時
鎌
束
議
曰
、
異
方
婦
女
今
在
二
船
上
一
。
又
此
優

婆
塞
異
二
於
衆
人
一
、一
食
数
粒
、
経
レ
日
不
レ
飢
。
風
漂
之
災
、
未
二
必
不
由

レ
此
也
。
乃
使
下
水
手
撮
二
内
弓
妻
幷
緑
児
・
乳
母
・
優
婆
塞
四
人
一
、
挙
而

擲
海
。
風
勢
猶
猛
、
漂
流
十
余
日
、
着
二
隠
岐
国
一
。

史
料
２
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
六
月
丙
辰
（
十
二
日
）
条

能
登
国
言
、
渤
海
国
使
烏
須
弗
等
乘
船
一
艘
、
来
二
著
部
下
一
。
差
レ
使
勘
問
。

烏
須
弗
報
レ
書
曰
。
渤
海
・
日
本
、
久
来
好
隣
、
往
来
朝
聘
、
如
レ
兄
如
レ
弟
。

近
年
日
本
使
内
雄
等
、
住
二
渤
海
国
一
、
学
二
問
音
声
一
、
却
二
返
本
国
一
。
今

経
二
十
年
一
、
未
レ
報
二
安
否
一
。
由
レ
是
。
差
二
大
使
壱
万
福
等
一
、
遣
二
向
日

本
国
一
、
擬
二
於
朝
参
一
。
稍
経
二
四
年
一
、
未
レ
返
二
本
国
一
。
更
差
二
大
使
烏

須
弗
等
卌
人
一
、
面
奉
二
詔
旨
一
。
更
無
二
余
事
一
。
所
レ
附
進
物
及
表
書
、
並

在
二
船
内
一
。

　

史
料
１
は
次
の
よ
う
な
状
況
を
伝
え
る
。
渤
海
使
王
新
福
が
帰
国
す
る
に
あ

た
っ
て
、
壊
れ
そ
う
な
船
だ
っ
た
の
で
、
送
使
判
官
平
群
虫
麻
呂
ら
が
留
ま
る
よ

う
に
訴
え
た
た
め
、
史
生
以
上
の
乗
船
渡
航
を
停
止
し
た
。
船
を
修
理
し
た
う
え

で
板
振
鎌
束
を
船
師
と
し
て
王
新
福
を
送
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
帰
国
船
に
留
学
生

高
内
弓
と
妻
高
氏
・
子
広
成
・
緑
児
・
乳
母
、
入
唐
学
問
僧
戒
融
と
優
婆
塞
一
人

の
計
七
人
を
乗
船
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
風
で
針
路
を
失
い
、
柂
師
・
水
手
が
波
に



八

日
本
・
渤
海
関
係
の
な
か
の
音
楽
―
渤
海
楽
と
高
内
弓
・
板
振
鎌
束
を
め
ぐ
っ
て
―

さ
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
鎌
束
は
、
異
方
の
婦
女
や
常
人
な
ら
ざ
る
優
婆
塞
を
乗

船
さ
せ
て
い
る
た
め
だ
と
し
て
、
水
手
た
ち
に
命
じ
て
内
弓
の
妻
・
緑
児
・
乳
母
・

優
婆
塞
の
四
人
を
海
に
投
げ
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
風
の
勢
い
は
ま
す
ま

す
強
く
な
っ
て
十
日
余
り
漂
流
を
続
け
、
隠
岐
国
に
着
い
た
。
鎌
束
は
、
帰
国
後
、

勘
当
し
獄
に
つ
な
が
れ
た
が
、「
八
年
之
乱
」
す
な
わ
ち
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
で
獄

囚
が
充
満
し
た
の
で
、
近
江
国
に
移
さ
れ
た
。

　

戒
融
に
つ
い
て
は
、
帰
国
で
き
た
か
の
確
認
の
た
め
唐
の
勅
使
韓
朝
彩
が
渤
海

と
新
羅
を
回
り
、
そ
れ
を
受
け
て
新
羅
か
ら
日
本
に
国
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ

と
（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
七
月
甲
寅
（
十
九
日
）
条
）
が

注
目
さ
れ
、
唐
、
渤
海
、
新
羅
、
日
本
を
め
ぐ
る
関
係
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い

る（
32
）。
し
か
し
戒
融
以
外
の
関
係
者
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い

な
い
。

　

高
内
弓
の
帰
国
が
渤
海
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
こ
と
は
、
史
料
２
に
み
え
る
宝

亀
四
年
に
派
遣
さ
れ
た
渤
海
使
烏
須
弗
が
、
高
内
弓
の
消
息
を
伺
う
こ
と
を
名
目

と
し
て
派
遣
さ
れ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。「
日
本
使
内
雄
」
が
内
弓
を
指
す（
33
）。

「
日
本
使
内
雄
」
ら
は
渤
海
国
に
住
み
、
音
声
を
学
問
し
て
日
本
に
帰
国
し
十
年

が
経
過
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
宝
亀
四
年
は
天
平
宝
字
七
年
か
ら
ち
ょ
う
ど

十
年
で
あ
り
、
経
過
し
た
年
数
も
一
致
し
、
高
内
弓
を
「
学
生
」
と
す
る
記
事
と

も
符
合
す
る
。

　

高
内
弓
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。高
氏
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』

左
京
諸
蕃
下
に
ａ
「
高
史
。
出
レ
自
二
高
麗
国
元
羅
郡
杵
王
九
世
孫
延
挐
王
一
也
」、

ｂ「
高
。
高
麗
国
人
、高
助
斤
之
後
也
」、ｃ「
高
。
高
麗
国
人
従
五
位
下
高
金
蔵〔
法

名
信
成
〕之
後
也
」の
三
氏
が
み
え
る
。
高
句
麗
王
族
の
姓
が
高
で
あ
り
、高
史
氏
、

高
氏
は
高
句
麗
系
渡
来
人
で
あ
る
。
ｃ
の
高
氏
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
僧
信

成
が
還
俗
し
て
高
金
蔵
と
な
っ
た
も
の
で（
34
）、養
老
二
年
（
七
一
八
）
以
前
の
「
官

人
考
試
帳
」
に
陰
陽
師
と
し
て
み
え
る
こ
と
か
ら（
35
）、
陰
陽
の
能
力
に
よ
り
還

俗
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
（
七
三
七
）
十
二

月
壬
戌
（
二
十
三
日
）
条
に
陰
陽
頭
兼
陰
陽
師
に
任
じ
ら
れ
た
と
み
え
る
高
麦
太

も
、
高
金
蔵
の
近
親
者
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る（
36
）。
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）

に
迎
入
唐
大
使
使
と
し
て
渤
海
経
由
で
入
唐
し
た
高
元
度（
37
）と
も
同
族
か
も
し

れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
内
弓
は
高
句
麗
系
渡
来
氏
族
の
一
員
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
が
高
句
麗
継
承
国
と
認
識
さ
れ
て
い
た
渤
海
へ
の
渡
海
に
つ
な
が
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

史
料
２
で
は
高
内
弓
が
渤
海
で
「
音
声
」
を
学
問
し
た
と
記
し
て
い
る
。「
音

声
人
」
と
は
、
唐
で
は
一
般
的
な
音
楽
に
従
事
す
る
人
を
さ
し
、「
楽
人
」
と
同

様
の
意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
楽
器
を
掌
る
人
々
を
指

し
て
い
る
と
さ
れ
る（
38
）。
養
老
職
員
令
雅
楽
寮
の
頭
の
職
掌
「
掌
、
文
武
雅
曲
、

正
儛
、雅
楽
、男
女
楽
人
音
声
人
名
帳
、試
二
練
曲
課
一
事
」
の
規
定
に
対
す
る
『
令

集
解
』
穴
記
の
「
皷
笛
等
人
称
二
音
声
人
一
」
と
す
る
解
釈
、『
河
海
抄
』「
花
宴
」

所
引
『
醍
醐
天
皇
御
記
』
延
長
四
年
（
九
二
六
）
二
月
十
七
日
条
で
は
「
其
後
仰

召
二
楽
所
管
弦
四
五
人
一
、
令
レ
奏
二
音
声
一
以
助
二
謳
吟
一
」
と
、
管
弦
が
音
声
を

奏
す
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
、
横
笛
に
優
れ
た
大
戸
（
良
枝
）
清
上
が
、
承
和

度
の
遣
唐
使
に
音
声
長
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た（
39
）こ
と
、
な
ど
を
み
れ
ば
、
楽

器
の
な
か
で
も
笛
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
日
本
で
の
用
法
も

考
慮
す
れ
ば
、
内
弓
が
渤
海
で
学
問
し
た
音
声
と
は
、
音
楽
の
こ
と
で
あ
り
、
と

く
に
笛
を
中
心
と
し
た
渤
海
楽
の
楽
器
奏
法
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う（
40
）。

　

で
は
内
弓
は
い
つ
渤
海
に
渡
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
住
二
渤
海
国
一
」
と

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
あ
る
程
度
の
期
間
渤
海
に
居
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
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内
弓
に
は
渤
海
人
の
妻
と
広
成
・
緑
児
（
女
児
）
の
二
人
の
子
が
い
た
。
広
成
は

幼
児
で
は
な
さ
そ
う
な
の
で
、
天
平
宝
字
年
間
に
頻
繁
に
往
来
し
た
渤
海
使
、
遣

渤
海
使
と
と
も
に
渤
海
に
渡
っ
て
、
そ
れ
か
ら
生
ま
れ
た
子
と
は
考
え
に
く
い
。

前
述
宝
亀
四
年
の
渤
海
使
烏
須
弗
の
書
で
は
「
日
本
使
内
雄
」
と
し
て
い
る
こ
と

も
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
の
己
珍
蒙
ら
の
帰
国
に
付
随
し

て
派
遣
さ
れ
た
遣
渤
海
使
大
伴
犬
養
と
と
も
に
渤
海
に
渡
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。

（
２
）
高
内
弓
を
め
ぐ
る
日
本
・
渤
海
関
係

　

と
こ
ろ
で
、
内
弓
ら
の
帰
国
後
、
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
と
四
年
に
来
日
し
た

渤
海
使
は
、
持
参
し
た
国
書
が
礼
を
失
す
る
と
し
て
問
題
視
さ
れ
、
日
本
・
渤
海

関
係
が
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
宝
亀
二
年
六
月
に
出
羽
国
野
代

湊
に
漂
着
し
た
渤
海
使
壱
万
福
一
行
は
、
常
陸
国
に
安
置
さ
れ
た
後
、
入
京
し
、

翌
三
年
の
元
日
朝
賀
に
参
列
、
正
月
三
日
に
は
方
物
を
献
上
し
て
い
る（
41
）。
し

か
し
国
書
の
文
言
が
問
題
と
な
り
返
却
さ
れ
た（
42
）。
こ
れ
に
対
し
て
壱
万
福
が

国
書
を
改
作
し
て
陳
謝
し
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
問
題
と
な
っ
た
文
言
は
、
日
下
に

渤
海
王
の
官
品
・
姓
名
を
記
さ
ず
、
天
孫
の
称
号
を
称
し
、
日
本
と
の
舅
甥
関

係
を
称
し
た
こ
と
だ
っ
た（
43
）。
舅
甥
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
本
を
舅
、
渤
海
を

甥
と
み
る
か（
44
）、
渤
海
を
舅
、
日
本
を
甥
と
み
る
か（
45
）で
見
解
が
分
か
れ
る
。

こ
れ
以
前
に
日
本
が
認
識
し
て
い
た
日
本
・
渤
海
間
の
名
分
関
係
は
、
日
本
を
上

位
と
す
る
兄
弟
・
君
臣
関
係
だ
っ
た（
46
）。

　

そ
の
後
壱
万
福
は
渡
航
に
失
敗
し（
47
）、
帰
国
は
宝
亀
四
年
に
な
る
が
、
そ
れ

と
入
れ
違
い
に
来
日
し
た
の
が
烏
須
弗
だ
っ
た
。
前
掲
史
料
２
の
よ
う
に
、
こ
こ

で
は
再
び
渤
海
と
日
本
を
兄
弟
関
係
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
が
、
語
順
か
ら
渤
海
が

兄
、
日
本
が
弟
の
よ
う
に
読
め
る（
48
）。
ま
た
持
参
し
た
国
書
の
表
函
も
無
礼
だ

と
し
て
、
来
着
地
能
登
国
か
ら
放
還
さ
れ
た（
49
）。
渤
海
・
日
本
を
兄
弟
と
称
し
、

続
け
て
高
内
弓
の
音
声
学
問
を
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
兄
弟
の
よ
う
に
渤

海
が
日
本
に
音
声
を
教
え
る
と
い
う
自
意
識
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
が
さ
ら
に
唐
大
暦
十
二
年
（
宝
亀
八
、七
七
七
）
の
、
渤
海
に
よ
る
唐
代

宗
皇
帝
へ
の
日
本
国
舞
女
十
一
人
の
献
上
に
も
表
れ
て
い
る（
50
）。
渡
辺
三
男
は
、

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
正
月
甲
午
（
二
十
七
日
）
条
に
、「
大

保
藤
原
惠
美
朝
臣
押
勝
宴
二
蕃
客
於
田
村
第
一
。
勅
賜
二
内
裏
女
楽
并
綿
一
万
屯
一
」

と
み
え
る
女
楽
が
舞
女
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
唐
に
献
上
さ
れ
た
舞
女
十
一
人

に
な
る
と
し
た（
51
）。
こ
れ
に
対
し
て
濱
田
耕
策
は
日
本
の
舞
女
が
渤
海
に
渡
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
、
渤
海
が
「
小
帝
国
」
へ
の
指
向
や
自
意
識
の
た

め
日
本
の
舞
女
十
一
人
を
仕
立
て
あ
げ
、
唐
の
朝
廷
に
献
上
し
た
の
で
は
な
い
か

と
す
る（
52
）。
実
際
に
日
本
か
ら
渤
海
に
送
ら
れ
た
舞
女
な
の
か
、
渤
海
が
仕
立

て
た
も
の
か
は
、
論
が
分
か
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
渤
海
が
そ
の
中
華
意
識
に

も
と
づ
い
て
日
本
の
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
を
唐
に
主
張
す
る
た
め
の
献
上
だ
っ

た
と
み
て
よ
い
。
こ
こ
に
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
の
渤
海
の
自
意
識
の
高
ま
り
を

見
て
と
る
こ
と
は
で
き
る
。

三　

板
振
鎌
束
と
音
楽

（
１
）『
新
撰
楽
譜
』
跋
文
の
「
板
時
鎌
束
」

　

高
内
弓
を
渤
海
か
ら
連
れ
帰
っ
た
板
振
鎌
束
に
つ
い
て
も
音
楽
に
関
し
て
重
要

な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
『
新
撰
楽
譜
』跋
文
に「
板
時
鎌
束
」と
い
う
人
物
が
み
え
る
。『
新
撰
楽
譜
』は
、
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日
本
・
渤
海
関
係
の
な
か
の
音
楽
―
渤
海
楽
と
高
内
弓
・
板
振
鎌
束
を
め
ぐ
っ
て
―

醍
醐
天
皇
の
皇
子
克
明
親
王
の
子
で
あ
る
源
博
雅
が
康
保
三
年
（
九
六
六
）
に
撰

し
た
笛
譜
集
で
あ
る
。「
博
雅
笛
譜
」「
博
雅
横
笛
卿
譜
」「
博
雅
三
位
竹
譜
」「
長

秋
卿
竹
譜
」「
長
竹
譜
」
な
ど
の
異
称
を
も
つ（
53
）。
う
ち
「
横
笛
四
」
が
伝
存
し
、

跋
文
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
横
笛
四
」
を
最
終
巻
と
す
る
四
巻
構
成
だ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
板
時
鎌
束
」
が
史
料
１
に
み
え
る
板
振
鎌
束
で
は
な
い
か
と
い
う
点
は
、

す
で
に
林
謙
三
が
指
摘
し
て
い
る（
54
）。
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
は
、

板
振
と
い
う
姓
氏
は
他
に
み
え
な
い
こ
と
、『
続
日
本
紀
』
国
史
大
系
本
の
当
該

部
分
頭
注
が
「
振
、
谷
朱
イ
本
作
持
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
『
新
撰

楽
譜
』
の
「
板
持
鎌
束
」
を
根
拠
に
、「
板
振
」
は
「
板
持
」
の
誤
写
で
、板
茂
（
板

持
）
連
の
一
族
と
み
る（
55
）。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
も
、
国
史

大
系
頭
注
と
佐
伯
有
清
説
に
依
拠
し
て
同
様
に
「
板
振
」
は
「
板
持
」
の
誤
写
と

み
て
い
る
。
し
か
し
『
新
撰
楽
譜
』
諸
伝
本
の
跋
文
は
い
ず
れ
も
「
板
時
」
で
あ

る
。
佐
伯
有
清
は
特
に
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
が
、「
板
時
」
を
「
板
持
」
と
解

し
た
よ
う
で
あ
る
。「
板
時
」
と
「
板
持
」
に
つ
い
て
、『
新
撰
楽
譜
』
諸
伝
本
と

跋
文
の
史
料
的
性
格
か
ら
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
『
新
撰
楽
譜
』
の
伝
本
は
抄
写
本
も
含
め
て
十
数
点
が
知
ら
れ
、
い
ず
れ
も

江
戸
～
明
治
期
の
写
本
で
あ
る
。
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
九
月
十
五
日
豊

原
倫
秋
書
写
本
を
親
本
と
す
る
楽
歳
堂
本
系
と
円
満
院
本
系
の
二
系
統
に
大
別

さ
れ（
56
）、
福
島
和
夫
は
円
満
院
本
系
の
方
が
古
態
を
保
っ
て
い
る
と
指
摘
す

る（
57
）。

　

こ
れ
と
は
別
に
室
町
期
の
書
写
と
さ
れ
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伏
見
宮
旧
蔵
の

『
新
撰
楽
譜
』
抄
本
が
あ
る
。
遠
藤
徹
に
よ
る
と
、『
新
撰
楽
譜
』「
横
笛
二
・
三
・

四
」
収
録
の
楽
目
録
を
抄
出
し
た
も
の
で
、
楽
曲
は
い
ず
れ
も
唐
楽
だ
と
い
う
。

十
二
世
紀
に
藤
原
師
長
が
撰
し
た
『
三
五
要
録
』
は
「
新
鳥
蘇
」「
狛
桙
」「
高
麗

龍
」「
新
河
浦
」「
進
曾
利
古
」「
石
川
楽
」「
酣
酔
楽
」「
新
靺
鞨
」「
納
蘇
利
」
な

ど
高
麗
曲
に
つ
い
て
「
長
秋
卿
譜
」
を
引
用
し
て
い
る
。『
新
撰
楽
譜
』
に
高
麗

楽
が
収
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ
れ
は
ど
こ
に
配
列
さ
れ
て
い
た
か

が
問
題
に
な
る
。
十
世
紀
の
『
和
名
類
聚
抄
』
や
『
口
遊
』
で
は
唐
楽
、
高
麗
楽

の
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
横
笛
四
」
が
最
終
巻
だ
っ
た
と

す
る
前
提
自
体
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る（
58
）。
ま

た
永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
に
豊
原
統
秋
が
撰
し
た
『
體
源
抄
』
で
は
巻
五
「
天

下
被
用
古
譜
」
の
な
か
で
「
長
秋
卿
竹
譜
」「
長
竹
譜
」
の
「
御
譜
裏
書
ヲ
見
ニ
」

と
し
て
「
跋
文
」
の
一
部
を
引
用
し
て
い
る
。
豊
原
統
秋
が
参
照
し
た
『
新
撰
楽

譜
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、「
跋
文
」
は
裏
書
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
近
世
ま
で
の
あ
る
段
階
で
、「
横
笛
四
」
に
跋
文
が
付
け
加
え
ら
れ

て
現
在
の
伝
本
の
祖
本
が
成
立
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
、「
横
笛
四
」
と
跋
文

の
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
、
伝
来
と
結
合
の
状
況
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。『
新
撰
楽
譜
』
諸
本
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
諸
書
の
諸

伝
本
調
査
も
ふ
ま
え
た
検
討
が
必
要
に
な
る
が
、
そ
れ
は
後
日
に
譲
り
た
い
。
こ

こ
で
は
そ
の
よ
う
な
史
料
的
問
題
点
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、
跋
文
の
内
容
を

検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

昌
平
坂
学
問
所
旧
蔵
本
（
国
立
公
文
書
館
蔵
（
内
閣
文
庫
））（
59
）に
拠
っ
て
跋

文
を
引
用
す
る
。
適
宜
、
句
読
点
、
返
点
を
付
し
た
。〔　

〕
内
は
割
書
。
他
の

諸
本
と
の
異
同
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
注
記
し
た（
60
）。

史
料
３以

前
譜
、
多
聚
二
古
譜
一
所
レ
撰
也
。
便
是
二
品
式
部
卿
貞
保
親
王
三
巻
譜

並
同
臨
調
子
譜
〔
（a）
清
瀬
宮
経
、
大
戸
清
上
、
和
迩
部
大
田
麿（
61
）、
勝
道
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成
、
常
世
魚
弟
等
譜
也
〕、
従
五
位
下
良
峯
朝
臣
遠
年
、
勝
道
成
師
平
群
秀

茂
、
並
左
衛
門
尉
大
石
冨
門
等
譜
説
也（
62
）。
此
外
古
譜
無
レ
不
レ
見
。
至
二

是
等
一
代
（々
63
）唐
笛
師
也
。
至
二
冨
門
一
祖
父
相
伝
為
二
篳
篥
師
一
、
然
而
同

伝
二
上
師
之
説
一
、
世
最
為
二
無
上
一
。
又
貞
保
親
王
譜
方
別
有
二
嵯
峨
院
雑
色

舟
部
頭
麻
呂（
64
）
手
一
也
。
大
唐
貞
元
年
中
、
入
唐（
65
）
所
二
習
伝
一
也
。
与
二

今
手
一
尤
相
異
也
。
其
譜
又
亡（
66
）失
也
。
承
和
聖
主
、
召
二
清
上
於
階
下
一

御
笛
。
于
レ
時
左
大
臣
信
朝
臣
・
良
岑
宗
貞
等
同
伝
清
涼
殿
東
廂
合
二
吹
于

御
笛
一
。
貞
観
聖
主
、
御
二
仁
寿
殿
東
簷
一
、
召
二
和
迩
部
大
田
麻
呂
於
階
下
一

御
笛
。
于
レ
時
右
大
将
常
行
朝
臣
把
レ
笛
合
吹
。
夫
此
芸
之
貴
、以
レ
此
可
レ
知
。

尤
古
之
美
談
也
者
。（
67
）

（b）

抑
自
レ

尓
以
降
尋
二

其
師
弟（
68
）一
、　

高
野
天
皇
御
宇
時
、
板
時
鎌
束

伝（
69
）二
清
瀬
宮
経
一
、
々
々
伝
二
外
従
五
位
下
大
戸
清
上
一
、
々
々
伝
左
大
臣

源
朝
臣
信
・
右
衛
門
督
源
生
朝
臣
・
外
従
五
位
下
勝
弟
扶
・
雅
楽
属
秦
庭
経
・

笛
師
常
世
弟
魚
・
近
衛
出
雲
真
長（
70
）
久
第（
71
）
扶
伝
二
子
外
従
五
位
下
道

成
一
、
々
々
同
伝
二
子
尚
則
一
。
々
々
無
二
子
並
弟
子
之
継
塵
一
。
又
伊
稲（
72
）

部
常
平
・
息
長
貞
秀
・
平
群
秀
茂
等
是
皆
為
二
唐
笛
師
一
。
又
外
従
五
位
下

大
石
岑
吉
大
篳
篥
為
レ
業
、
其
外
亦
横
笛
・
笙
・
高
麗
笛
等
同
雖
レ
非
二
其
師

伝
習
一
皆
得
レ
道
。
其
子
左
衛
門
尉
冨
門
令
レ
受
二
父
業
一
、
伝
二
横
笛
・
篳
篥
・

高
麗
笛
一
、
已
以
絶
倫
。
此
後
、
宜
吹
者
絶
来
。
粗
雖
二
有
レ
名
者
一
、
其
才

不
レ
可
レ
及
。
人
皆
歎
二
此
道
之
将
廃
一
。
但
此
譜
以
レ
用
二
当
時
之
体
一
為
レ
宗
、

又
載
二
入
各
説
一
。

　
　
　
　

康
保
三
年
十
月
十
四
日　

正
四
位
下
行
左
近
中
将
兼
近
江
権
守
源
朝
臣

博
雅

さ
し
あ
た
っ
て
注
目
す
べ
き
は
傍
線
部
（a）
と
（b）
で
あ
る
。

　

（a）
で
は
『
新
撰
楽
譜
』
は
源
博
雅
が
古
譜
を
聚
め
て
撰
し
た
も
の
だ
が
、
貞
保

親
王
の
三
巻
譜
と
臨
調
子
譜
、
清
瀬
宮
経
・
大
戸
清
上
・
和
邇
部
大
田
麿
・
勝
道

成
・
常
世
弟
魚
、
良
岑
遠
年
・
勝
道
成
・
平
群
秀
成
・
大
石
冨
門
ら
の
譜
に
拠
り
、

こ
れ
ら
以
外
の
古
譜
は
見
た
こ
と
が
な
い
と
記
し
て
い
る
。

　

貞
保
親
王
は
清
和
天
皇
の
第
四
皇
子
で
、
母
は
陽
成
天
皇
と
同
じ
藤
原
高
子
で

あ
る（『
三
代
実
録
』貞
観
十
二
年（
八
七
〇
）九
月
十
三
日
条
）。
横
笛
、琵
琶
、筝
、

和
琴
、
神
楽
道
に
優
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
中
世
に
か
け
て
多
く
の
説
話
、
伝
説
に

登
場
す
る（
73
）。
筝
、
和
琴
、
琵
琶
な
ど
の
血
脈
で
は
そ
の
初
期
に
貞
保
親
王
を

位
置
づ
け
て
い
る（
74
）。
こ
こ
で
い
う
貞
保
親
王
三
巻
譜
並
臨
調
子
譜
と
は
、『
本

朝
書
籍
目
録
』
に
「
南
竹
譜　

貞
保
親
王
撰
」
と
み
え
る
も
の
で
、
延
喜
二
十
一

年
（
九
二
一
）
に
醍
醐
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
撰
述
さ
れ
た
横
笛
の
楽
譜
集
成
『
新

撰
横
笛
譜
』
の
こ
と
で
あ
る
。
十
二
調
三
巻
に
別
巻
臨
調
子
譜
と
い
う
体
裁
だ
っ

た（
75
）。『
南
宮
笛
譜
』
と
も
よ
ば
れ
、『
教
訓
抄
』『
體
源
抄
』
な
ど
多
く
の
楽
書
、

楽
譜
に
逸
文
が
引
用
さ
れ
る
が
、
本
文
は
失
わ
れ
て
い
る
。

　

（b）
で
は
笛
の
師
弟
関
係
を
、
高
野
天
皇
の
時
（
孝
謙
・
称
徳
朝
）
の
板
時
鎌
束

か
ら
清
瀬
宮
経
へ
の
伝
授
か
ら
は
じ
ま
り
、
清
瀬
宮
経
→
大
戸
清
上
→
源
信
・
源

生
・
勝
弟
扶
・
秦
庭
経
・
常
世
弟
魚
・
出
雲
真
長
、
勝
弟
扶
→
勝
道
成
→
勝
尚
則
、

と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
體
源
抄
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
る（
76
）。

史
料
４
「
承
和
以
後
笛
師
事
」（『
體
源
抄
』
五
）

清
瀬
宮
継
〔
是
高
野
天
皇
御
時
有
板
持
鎌
末
丸
云
者
、
件
鎌
末
弟
子
云
々
〕　

従
五
位
下
大
戸
清
上
〔
宮
継
弟
子
〕

左
大
臣
信
〔
右
衛
門
督
源
生
、
従
五
位
下
勝
弟
扶
、
雅
楽
属
秦
廣
経
、
笛
師

常
世
弟
魚
〕



一
二

日
本
・
渤
海
関
係
の
な
か
の
音
楽
―
渤
海
楽
と
高
内
弓
・
板
振
鎌
束
を
め
ぐ
っ
て
―

　
　
　
　

已
上
五
人
清
上
弟
子
。
大
田
丸
同
弟
子
〔
見
国
史
〕

史
料
５
「
天
下
被
用
古
譜
」（『
體
源
抄
』
五
）

　

長
秋
卿
竹
譜
〔
中
宮
大
夫
唐
名
ナ
リ
〕

又
号
長
竹
譜
、博
雅
三
位
御
譜
也
。
御
譜
裏
書
ヲ
見
ニ
貞
保
親
王
三
巻
譜
・

同
臨
調
子
譜
、
清
瀬
宮
継
・
大
戸
清
主
・
和
邇
部
大
田
丸
・
勝
道
成
・
常

世
乙
魚
等
之
譜
也

史
料
５
は
前
述
の
よ
う
に
、
傍
線
部
に
『
新
撰
楽
譜
』
跋
文
の
一
部
を
「
裏
書
」

と
し
て
引
用
し
て
い
る
が
、
史
料
４
も
内
容
か
ら
跋
文
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。『
新
撰
楽
譜
』
伝
本
と
比
較
す
る
と
、「
板
時
鎌
束
」
で
は
な
く

「
板
持
鎌
末
」、「
清
瀬
宮
経
」
で
は
な
く
「
清
瀬
宮
継
」、「
秦
庭
経
」
で
は
な
く

「
秦
廣
経
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
単
な
る
誤
記
で
は
な
く
、『
體
源
抄
』
が

参
照
し
た
裏
書
と
現
存
伝
本
の
跋
文
の
違
い
に
よ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
も

な
い
。
こ
こ
で
は
、「
板
時
」
で
は
な
く
「
板
持
」
だ
と
す
る
と
『
新
撰
姓
氏
録
』

に
み
え
る
「
板
茂
」
に
対
応
す
る
と
す
る
佐
伯
有
清
説
と
『
體
源
抄
』
の
表
記
に

し
た
が
い
、「
板
時
」「
板
振
」
で
は
な
く
「
板
持
」
だ
と
し
て
お
き
た
い
。
ま
た

「
鎌
束
」
に
つ
い
て
『
続
日
本
紀
』
諸
本
に
異
同
が
な
い
た
め
、『
體
源
抄
』
の
「
鎌

末
」
は
誤
記
だ
と
し
た
い
。

　

板
持
は
板
茂
で
も
あ
り
、『
新
撰
姓
氏
録
』
河
内
国
諸
蕃
で
は
、
板
茂
連
氏
は

伊
吉
連
と
同
祖
で
楊
雍
の
後
と
さ
れ
て
い
る
。
祖
の
楊
雍
は
、
同
書
左
京
諸
蕃
下

の
伊
吉
連
氏
で
は
、
長
安
人
劉
家
楊
雍
と
み
え
、
承
和
二
年
（
八
三
五
）
に
左
近

衝
将
監
伊
吉
史
豊
宗
ら
が
滋
生
宿
禰
に
改
氏
姓
し
た
と
き
は
、「
唐
人
楊
雍
七
世

孫
」
と
さ
れ
て
い
る（
77
）。
同
様
に
板
持
氏
も
唐
か
ら
の
渡
来
系
氏
族
だ
と
み
て

よ
い
。

（
２
）
笛
の
伝
授
関
係

　

次
に
鎌
束
の
位
置
を
考
え
る
た
め
に
、『
新
撰
楽
譜
』
跋
文
に
み
え
る
人
物
の

関
係
を
検
討
し
た
い
。

　

現
存
伝
本
跋
文
で
は
鎌
束
が
笛
を
伝
え
た
と
す
る
「
清
瀬
宮
経
」
は
、『
體
源
抄
』

（
史
料
４
・
５
）
で
は
「
清
瀬
宮
継
」、『
教
訓
抄
』
で
も
「
宮
継
」
と
記
し
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
伝
本
と
跋
文
の
問
題
が
関
係
す
る
の
で
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
は

後
考
を
待
ち
た
い
。
と
り
あ
え
ず
現
存
伝
本
跋
文
に
し
た
が
っ
て
「
宮
経
」
と
し

て
お
く
。

　

跋
文
の
（a）
で
は
清
瀬
宮
経
の
譜
に
も
拠
っ
た
と
し
て
い
る
が
、『
教
訓
抄
』
六

「
扶
南
」
に
は
「
宮
継
譜
云
、
舞
者
二
人
、
以
二
朝
露
一
為
レ
衣
。
赤
皮
鞋
」
と
、「
清

瀬
宮
継
譜
」
を
引
用
し
て
お
り
、
譜
の
実
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

跋
文
の
（b）
に
よ
る
と
清
瀬
宮
経
は
、
高
野
天
皇
す
な
わ
ち
孝
謙
・
称
徳
朝
の
こ

ろ
に
鎌
束
か
ら
笛
を
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
他
に
史
料
は
見
い
だ

せ
て
い
な
い
が
、
関
係
し
そ
う
な
人
物
が
い
る
。『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年

（
七
六
九
）
八
月
甲
寅
（
十
九
日
）
条
に
よ
る
と
、
外
従
五
位
下
清
湍
連
雷
が
雅

楽
大
允
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。「
清
湍
」
は
「
キ
ヨ
セ
」
と
訓
ま
れ（
78
）、
清
瀬

に
通
じ
る（
79
）。
こ
の
清
湍
連
は
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
三

月
庚
子
（
十
五
日
）
条
に
「
百
済
人
（
中
略
）
生
河
内
等
二
人
清
湍
連
」
と
あ
り
、

百
済
系
渡
来
人
で
「
生
」
か
ら
「
清
湍
連
」
に
改
氏
姓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

清
瀬
宮
経
が
笛
を
伝
え
た
と
さ
れ
る
大
戸
清
上
は
、
前
述
の
よ
う
に
音
声
長
と

し
て
承
和
度
の
遣
唐
使
に
加
わ
り
入
唐
す
る
が
、
帰
国
に
際
し
て
南
海
の
賊
地

に
漂
着
し
て
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
（『
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
十
月

二
十
六
日
条
）。「
勅
授
二
外
正
六
位
上
大
戸
首
清
上
外
從
五
位
下
一
。
清
上
能
吹
二

横
笛
一
。
故
鍾
二
此
恩
奨
一
」（『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
（
八
三
四
）
正
月
辛
未



一
三

社
会
文
化
論
集
　
第
十
三
号
　
二
〇
一
七
年
三
月

（
二
十
一
日
）
条
）
と
あ
る
よ
う
に
吹
笛
に
非
常
に
優
れ
、『
教
訓
抄
』
を
は
じ
め

後
世
の
楽
書
に
清
上
作
と
さ
れ
る
楽
曲
が
多
数
み
ら
れ
、
仁
明
朝
に
お
け
る
雅
楽

寮
や
奏
楽
の
再
編
と
整
備
を
象
徴
す
る
楽
人
と
し
て
伝
説
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
な
お
入
唐
に
先
立
つ
承
和
元
年
（
八
三
四
）
に
良
枝
宿
祢

に
改
氏
姓
さ
れ
て
い
る（『
続
日
本
後
紀
』承
和
元
年
十
二
月
乙
未（
十
九
日
）条
）。

　

和
邇
部
大
田
麿
も
ま
た
こ
の
大
戸
清
上
に
笛
を
習
い
（『
三
代
実
録
』
貞
観
七

年
（
八
六
五
）
十
月
二
十
六
日
条
）、
承
和
期
を
代
表
す
る
楽
人
と
し
て
活
躍
す

る
。
一
方
で
、
大
戸
清
上
か
ら
笛
を
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
源
信
は
、『
三
代
実
録
』

貞
観
十
年
閏
十
二
月
二
十
八
日
条
の
薨
伝
に
よ
る
と
、「
太
上
天
皇
親
自
教
習
、

吹
笛
皷
琴
箏
弾
琵
琶
等
之
伎
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
嵯
峨
天
皇
か
ら
笛
、
琴

筝
、
琵
琶
な
ど
を
教
習
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
勝
道
成
は
延
長
六
年

（
九
二
八
）
に
は
雅
楽
大
属
と
し
て
み
え
る（
80
）。
傍
線
（a）
の
常
世
「
魚
弟
」
は
、

傍
線
（b）
の
よ
う
に
常
世
弟
魚
（
乙
魚
）
が
正
し
い
。『
教
訓
抄
』『
舞
曲
口
伝
』『
體

源
抄
』
な
ど
に
弘
仁
～
承
和
期
を
舞
台
に
多
数
の
説
話
や
楽
曲
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
実
像
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
実
像
が
不
明
な
人
物
が
あ
る
が
、

大
戸
清
上
、
和
邇
部
大
田
麿
ら
弘
仁
～
承
和
期
に
雅
楽
を
大
き
く
発
展
さ
せ
た
楽

人
た
ち
の
笛
の
出
発
点
を
板
持
鎌
束
・
清
瀬
宮
継
と
す
る
認
識
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

鎌
束
は
正
七
位
下
左
兵
衛
で
、
船
師
で
は
あ
る
が
渤
海
使
王
新
福
を
送
る
責
任

者
と
し
て
渤
海
に
派
遣
さ
れ
た
。
単
な
る
兵
衛
が
渤
海
使
を
送
る
責
任
者
に
な
る

に
は
不
自
然
で
あ
り
、
位
階
も
高
す
ぎ
る
と
し
て
左
兵
衛
佐
の
「
佐
」
が
脱
落
し

た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
が（
81
）、
相
応
の
地
位
に
い
た
こ
と
は
想
定
さ
れ
よ
う
。

実
際
に
鎌
束
が
笛
を
習
得
し
て
い
た
の
か
は
、
他
に
史
料
が
見
い
だ
せ
ず
不
明
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
音
楽
と
の
関
わ
り
が
、
高
内
弓
ら
を
伴
な
っ
て
の
帰
国

と
関
係
す
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
大
戸
清
上
や
藤
原
貞
敏
ら
は
入
唐
し
た

こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
伝
説
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、

少
な
く
と
も
渤
海
に
派
遣
さ
れ
、音
声
を
学
ん
だ
高
内
弓
を
連
れ
帰
っ
た
こ
と
が
、

外
か
ら
の
音
楽
の
導
入
の
重
要
な
画
期
と
し
て
認
識
さ
れ
、
大
戸
清
上
に
つ
な
が

る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
日
本
・
渤
海
関
係
の
な
か
に
お
け
る
音
楽
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

渤
海
使
己
珍
蒙
の
来
日
に
よ
り
渤
海
楽
が
伝
来
し
、
東
大
寺
礼
仏
会
な
ど
の
儀
礼

の
場
で
演
奏
さ
れ
た
こ
と
、
高
内
弓
が
渤
海
に
渡
り
音
声
を
学
ん
だ
こ
と
、
そ
の

こ
と
が
渤
海
の
日
本
に
対
す
る
意
識
に
も
影
響
し
た
こ
と
、
高
内
弓
を
連
れ
帰
っ

た
板
振
（
板
持
）
鎌
束
は
、
十
世
紀
の
『
新
撰
楽
譜
』
の
な
か
で
笛
の
伝
授
の
最

初
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
、
渤
海
は
高
句
麗
継
承
国
だ
と
い
う
意
識
の
な

か
に
渤
海
楽
も
位
置
づ
け
ら
れ
、
結
局
平
安
期
の
雅
楽
の
再
編
成
の
中
で
高
麗
楽

の
中
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
点
を
論
じ
た
。

　

渤
海
の
み
な
ら
ず
唐
を
含
め
た
関
係
の
中
で
の
音
楽
の
位
置
と
役
割
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
家
と
王
権
の
あ
り
よ
う
を
検
討
し
て
い
く
う
え
で
も
、
重
要
な
視
角
と

な
る（
82
）。
ま
た
笛
を
含
む
管
弦
が
平
安
期
以
降
の
貴
族
社
会
の
中
で
大
き
な
意

味
と
役
割
を
持
つ
こ
と
も
考
え
る
と
、
本
稿
で
一
部
し
か
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ

た
板
振
（
板
持
）
鎌
束
を
め
ぐ
る
問
題
は
諸
楽
書
の
検
討
と
あ
わ
せ
て
今
後
深
め

ら
れ
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

註（
1
）　

荻
美
津
夫
『
古
代
音
楽
の
世
界
』、
高
志
書
院
、
二
〇
〇
五
年
。



一
四

日
本
・
渤
海
関
係
の
な
か
の
音
楽
―
渤
海
楽
と
高
内
弓
・
板
振
鎌
束
を
め
ぐ
っ
て
―

（
2
）　

荻
美
津
夫
『
日
本
古
代
音
楽
史
論
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
。

（
3
）　

酒
寄
雅
志
「
雅
楽
『
新
靺
鞨
』
に
み
る
古
代
日
本
と
東
北
ア
ジ
ア
」『
渤

海
と
古
代
の
日
本
』、
校
倉
書
房
。
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
七
年
、

同
「
雅
楽
《
新
靺
鞨
》
に
み
る
古
代
日
本
と
東
北
ア
ジ
ア
」、神
野
藤
昭
夫
・

多
忠
輝
監
修
『
越
境
す
る
雅
楽
文
化
』、
書
肆
フ
ロ
ー
ラ
、
二
〇
〇
九
年
。

（
4
）　

渡
辺
信
一
郎
「
平
等
院
鳳
凰
堂
の
音
楽
」『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家
』、

文
理
閣
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
二
〇
〇
九
年
。

（
5
）　

た
と
え
ば
鳥
山
喜
一
「
板
振
鎌
束
獄
に
下
さ
れ
る
事
―
渤
海
王
国
と
の
交

通
挿
話
―
」『
ド
ル
メ
ン
』
昭
和
八
年
四
月
号
、
一
九
三
三
年
、
上
田
雄
・

孫
栄
健
『
日
本
渤
海
交
渉
史
』、
六
興
出
版
、
一
九
九
〇
年
、
な
ど
。

（
6
）　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
一
外
臣
部
朝
貢
第
四
、
開
元
二
十
一
年
八
月
条
に

「
日
本
国
朝
賀
使
真
人
広
成
与
傔
従
五
百
九
十
人
、
舟
行
遇
二
風
飄
一
至
二

楚
州
一
」
と
み
え
る
。

（
7
）　
『
唐
丞
相
曲
江
張
先
生
文
集
』
巻
十
二
「
勅
日
本
国
王
書
」。
鈴
木
靖
民
・

金
子
修
一
・
石
見
清
裕
・
浜
田
久
美
子
編
『
訳
注
日
本
古
代
の
外
交
文
書
』

八
木
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
参
照
。

（
8
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
十
一
月
辛
夘
（
三
日
）
条
の
平

群
広
成
の
帰
朝
報
告
。

（
9
）　
『
旧
唐
書
』
玄
宗
紀
下
、
渤
海
伝
。

（
10
）　

平
群
広
成
が
渤
海
を
出
航
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い

る
。
石
井
正
敏
は
、
広
成
の
唐
か
ら
渤
海
へ
の
出
航
時
期
は
天
平
十

年
（
七
三
八
）
三
月
は
十
一
年
三
月
の
誤
り
で
、
広
成
は
渤
海
に
入
る

と
す
ぐ
に
日
本
に
向
け
て
出
航
し
た
と
す
る
（「
第
二
次
渤
海
遣
日
本

使
に
関
す
る
諸
問
題
」（『
日
本
渤
海
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
一
、
初
出
一
九
七
二
年
）。
ま
た
濱
田
耕
策
は
、
開
元
二
十
六
年

（
天
平
十
、七
三
八
）
閏
八
月
に
唐
か
ら
派
遣
さ
れ
た
大
欽
茂
の
冊
封
使
に

同
行
し
て
渤
海
に
向
か
っ
た
と
す
る
（「
留
学
僧
戒
融
の
日
本
帰
国
を
め

ぐ
る
渤
海
と
新
羅
」
佐
伯
有
清
先
生
古
希
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
伝
承

と
東
ア
ジ
ア
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）。
こ
れ
に
対
し
て
は
『
訳

注
日
本
古
代
外
交
文
書
』（
前
掲
注
（
7
））
が
、月
が
一
致
し
な
い
こ
と
、

渤
海
が
日
本
に
使
節
を
派
遣
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
あ
て
も
な
く
渤
海
に

入
っ
た
こ
と
に
な
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
古
畑
徹
は
唐
か
ら
渤
海

へ
入
っ
た
の
は
天
平
十
年
の
ま
ま
で
よ
い
と
し
、
同
年
中
に
日
本
に
向
け

て
出
航
し
た
が
、
途
中
で
越
冬
し
て
日
本
に
到
着
し
た
と
す
る
（「
渤
海
・

日
本
間
航
路
の
諸
問
題
」『
古
代
文
化
』
四
六
―
八
、一
九
九
四
年
）。

（
11
）　

荻
美
津
夫
、
前
掲
注
（
1
）
著
書
。

（
12
）　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
九
年
（
七
七
八
）
十
二
月
庚
寅
（
十
八
日
）
条
に
「
玄

蕃
頭
従
五
位
上
袁
晋
卿
賜
二
姓
清
村
宿
祢
一
。
晋
卿
唐
人
也
。
天
平
七
年
、

隨
二
我
朝
使
一
帰
朝
。
時
年
十
八
九
。
学
二
得
文
選
・
爾
雅
音
一
。
為
二
大
学

音
博
士
一
。
於
レ
後
。
歴
二
大
学
頭
・
安
房
守
一
」
と
み
え
る
。

（
13
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
十
月
癸
夘
（
二
十
一
日
）
条

に
「
授
二
従
五
位
下
李
忌
寸
元
環
従
五
位
上
、
正
六
位
上
袁
晋
卿
従
六
位

上
、皇
甫
東
朝
・
皇
甫
昇
女
並
従
五
位
下
一
。
以
三
舍
利
之
会
奏
二
唐
楽
一
也
」

と
み
え
る
。

（
14
）　

荻
美
津
夫
「
雅
楽
寮
」、
前
掲
注
（
2
）
著
書
所
収
。

（
15
）　

宋
芳
松
（
大
嶋
彩
子
訳
）『
韓
国
古
代
音
楽
史
研
究
』
第
二
篇
「
韓
国
古

代
音
楽
史
料　

註
解
」、
二
松
学
舎
大
学
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
日
本
漢
文
学
研
究
の
世
界
的
拠
点
の
構
築
」
中
世
日
本
漢
文
班
『
雅
楽



一
五

社
会
文
化
論
集
　
第
十
三
号
　
二
〇
一
七
年
三
月

資
料
集
』
第
四
輯
日
本
漢
文
資
料
楽
書
編
、
二
〇
〇
九
年
、
所
収
、
原
著

は
一
九
八
五
年
。

（
16
）　

酒
寄
雅
志
、
前
掲
注
（
3
）
一
九
九
七
年
初
出
論
文
。

（
17
）　
『
東
大
寺
要
録
』
巻
二
「
供
養
章
第
三
」。
筒
井
英
俊
校
訂
『
東
大
寺
要
録
』

（
国
書
刊
行
会
）
に
拠
っ
た
。

（
18
）　

渡
辺
信
一
郎
「
雅
楽
が
来
た
道
」（
前
掲
注
（
4
）
著
書
所
収
、
初
出

二
〇
〇
九
年
）
は
、
度
羅
楽
、
林
邑
楽
、
伎
楽
と
も
に
同
一
性
格
を
も
つ

イ
ン
ド
・
西
域
系
の
楽
舞
・
散
楽
で
、
異
な
る
時
期
に
日
本
に
伝
来
し
た

外
来
系
音
楽
な
の
で
、
名
称
を
異
に
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
19
）　
『
続
日
本
紀
』
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
十
二
月
丙
申
（
二
十
九
日
）
条
。

（
20
）　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
七
年
（
七
七
六
）
十
二
月
乙
巳
（
二
十
二
日
）
条
、

宝
亀
八
年
正
月
癸
酉
（
二
十
日
）
条
。
宝
亀
九
年
四
月
丙
午
（
三
十
日
）

条
に
よ
れ
ば
、
漂
着
し
た
遺
体
三
十
体
を
加
賀
国
に
命
じ
て
埋
葬
さ
せ
て

い
る
。

（
21
）　

荻
美
津
夫
、
前
掲
注
（
14
）
論
文
。

（
22
）　
『
舞
楽
要
録
』
は
十
二
世
紀
末
、
覚
教
に
よ
っ
て
成
立
。『
群
書
類
従
』
所

収
本
に
よ
っ
た
。

（
23
）　

酒
寄
雅
志
、
前
掲
注
（
3
）
二
〇
〇
九
年
論
文
。
平
城
宮
東
方
官
衙
遺
跡

出
土
木
簡
（『
平
城
宮
木
簡
』
二
、 

二
七
二
六
号
木
簡
）
に
み
え
る
「
□
鞨
」

を
、
楽
曲
「
靺
鞨
」
と
解
し
て
、
渤
海
楽
の
一
つ
と
み
て
い
る
。

（
24
）　
『
教
訓
抄
』
巻
五
「
綾
切
」。『
教
訓
抄
』
は
狛
近
真
に
よ
っ
て
天
福
元
年

（
一
二
三
三
）
に
成
立
し
た
。
林
家
辰
三
郎
編
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中

世
藝
術
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
所
収
本
に
拠
っ
た
。

（
25
）　

荻
美
津
夫
、
前
掲
注
（
1
）
著
書
。

（
26
）　
『
舞
曲
口
伝
』
は
、奥
書
に
よ
れ
ば
豊
原
統
秋
に
よ
っ
て
永
正
六
年
（
一
五

○
九
）
に
成
立
し
た
。『
群
書
類
従
』
所
収
本
に
拠
っ
た
。

（
27
）　

石
井
正
敏
「『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
条
の
「
靺
鞨
国
」
―
「
靺
鞨
国
」

＝
渤
海
説
の
検
討
―
」『
ア
ジ
ア
遊
学
』
三
、 

一
九
九
九
年
。

（
28
）　

前
掲
注
（
23
）
参
照
。

（
29
）　

荻
美
津
夫
「
宮
廷
儀
礼
の
中
の
舞
―
女
楽
・
女
踏
歌
・
五
節
舞
―
」『
古

代
中
世
音
楽
史
の
研
究
』吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
七
年
、初
出
一
九
九
〇
年
。

（
30
）　

田
島
公
「
日
本
の
律
令
国
家
の
「
賓
礼
」
―
外
交
儀
礼
よ
り
見
た
天
皇
と

太
政
官
」『
史
林
』
六
八
―
三
、一
九
八
五
年
。

（
31
）　

た
だ
し『
貞
信
公
記
抄
』同
日
条
に「
幸
二
豊
楽
院
一
。賜
二
宴
渤
海
客
一
」、『
日

本
紀
略
』同
日
条
に「
天
皇
御
二
豊
楽
院
一
。賜
二
饗
宴
於
渤
海
客
一
」と
あ
り
、

と
く
に
内
教
坊
女
楽
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
。

（
32
）　

丸
山
裕
美
子
「
唐
国
勅
使
韓
朝
彩
に
つ
い
て
の
覚
書
」『
続
日
本
紀
研
究
』

二
九
〇
、一
九
九
四
年
、
浜
田
耕
策
、
前
掲
注
（
10
）
論
文
。

（
33
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
三
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）
天

平
宝
字
七
年
十
月
乙
亥
（
六
日
）
条
四
四
〇
頁
脚
注
一
は
「
雄
の
漢
音
に

キ
ュ
ウ
が
あ
る
」
と
し
て
、
内
弓
と
内
雄
は
同
一
と
す
る
。

（
34
）　
『
続
日
本
紀
』
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
八
月
壬
寅
（
二
日
）
条
。

（
35
）　

正
倉
院
文
書
続
々
修
十
九
―
十
一
裏
、『
大
日
本
古
文
書
』
正
倉
院
編
年

二
四
巻
五
五
二
頁
。

（
36
）　

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
証
篇
第
五
「
高
」、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
三
年
。

（
37
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
正
月
丁
酉
（
三
十
日
）
条
、

二
月
癸
丑
（
十
六
日
）
条
。



一
六

日
本
・
渤
海
関
係
の
な
か
の
音
楽
―
渤
海
楽
と
高
内
弓
・
板
振
鎌
束
を
め
ぐ
っ
て
―

（
38
）　

荻
美
津
夫
、
前
掲
注
（
14
）
論
文
。

（
39
）　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
三
年
（
八
三
六
）
閏
五
月
丙
子
（
八
日
）
条
。

（
40
）　

酒
寄
雅
志
、前
掲
注
（
3
）
一
九
九
七
年
初
出
論
文
も
、荻
美
津
夫
の
「
音

声
」
の
解
釈
に
拠
っ
て
「
楽
器
を
演
奏
す
る
留
学
生
」
と
し
て
い
る
。

（
41
）　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
六
月
壬
午
（
二
十
七
日
）
条
、
同

十
二
月
癸
酉
（
二
十
一
日
）
条
、
同
三
年
正
月
壬
午
朔
条
、
同
正
月
甲
申

（
三
日
）
条
。

（
42
）　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
正
月
丁
酉
（
十
六
日
）
条
、
同
正

月
庚
子
（
十
九
日
）
条
。

（
43
）　

石
井
正
敏
「
日
本
・
渤
海
交
渉
と
渤
海
高
句
麗
継
承
国
意
識
」
前
掲
注

（
10
）
著
書
所
収
、
初
出
一
九
七
五
年
、
廣
瀬
憲
雄
「
日
本
―
渤
海
間
の

擬
制
親
族
関
係
に
つ
い
て
」『
東
ア
ジ
ア
世
界
史
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』三
、

二
〇
〇
九
年
。

（
44
）　

石
井
正
敏
「
日
唐
交
通
と
渤
海
」、
前
掲
注
（
10
）
著
書
所
収
、
初
出

一
九
七
六
年
。

（
45
）　

廣
瀬
憲
雄
、
前
掲
注
（
43
）
論
文
。

（
46
）　

石
井
正
敏
「
日
本
・
渤
海
間
の
名
分
関
係
」、
佐
藤
信
編
『
日
本
と
渤
海

の
古
代
史
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
廣
瀬
憲
雄
、
前
掲
注
（
45
）

論
文
。

（
47
）　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
二
月
庚
辰
（
二
十
九
日
）
条
、
同
年
九
月
戊
戌

（
二
十
一
日
）
条
。

（
48
）　

石
井
正
敏
、
前
掲
注
（
43
）
論
文
は
、「
渤
海
が
兄
、
日
本
が
弟
と
取
れ

な
く
も
な
い
が
、
日
本
が
こ
の
表
現
を
こ
と
さ
ら
に
咎
め
た
様
子
が
な
い

の
で
、
こ
こ
で
は
善
隣
友
好
の
趣
旨
を
述
べ
る
慣
用
句
と
し
て
「
如
レ
兄

如
レ
弟
」
が
用
い
ら
れ
、
日
本
側
に
も
理
解
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
。

（
49
）　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
六
月
丙
辰
（
十
二
日
）
条
、
同
六

月
戊
辰
（
二
十
四
日
）
条
。

（
50
）　
『
旧
唐
書
』
代
宗
紀
大
暦
十
二
年
（
七
七
七
）
正
月
辛
酉
条
に
「
渤
海
使

献
二
日
本
国
舞
女
十
一
人
一
」、『
旧
唐
書
』
渤
海
伝
に
「（
大
暦
）
十
二
年

正
月
、
遣
レ
使
献
二
日
本
国
舞
女
一
十
一
人
及
方
物
一
」、『
新
唐
書
』
渤
海

伝
に
「
大
暦
中
、
二
十
五
来
、
以
二
日
本
舞
女
十
一
一
献
二
諸
朝
一
」『
冊
府

元
亀
』
巻
九
七
二
外
臣
部
・
朝
貢
五
大
暦
十
二
年
正
月
条
に
「
渤
海
遣
使

来
朝
并
献
二
日
本
国
舞
女
十
一
人
及
方
物
一
」、
と
み
え
る
。

（
51
）　

渡
辺
三
男
「
霊
仙
三
蔵
―
嵯
峨
天
皇
御
伝
の
う
ち
―
」『
駒
澤
國
文
』

二
四
、一
九
八
七
年
。

（
52
）　

濱
田
耕
策
『
渤
海
国
興
亡
史
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
53
）　

福
島
和
夫「
博
雅
三
位
小
考
」『
日
本
音
楽
史
叢
』、和
泉
書
院
、二
〇
〇
七
年
。

（
54
）　

林
謙
三
「
博
雅
笛
譜
考
」『
雅
楽
―
古
楽
譜
の
解
読
―
』
音
楽
之
友
社
、

一
九
六
九
年
、
初
出
一
九
六
〇
年
。

（
55
）　

佐
伯
有
清『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』考
証
篇
第
五「
板
茂
連
」、吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
三
年
。

（
56
）　

ア
ラ
ン
・
マ
レ
ッ
ト
「『
博
雅
笛
譜
』
の
諸
記
譜
法
に
つ
い
て
」『
雅
楽
界
』

五
四
、一
九
七
八
年
、
福
島
和
夫
、
前
掲
注
（
53
）
論
文
。

（
57
）　

福
島
和
夫
、
前
掲
注
（
53
）
論
文
。

（
58
）　

遠
藤
徹
「
宮
内
庁
書
陵
部
新
出
史
料
『
新
撰
楽
譜　

横
笛
三
』
を
め
ぐ
る

諸
問
題
―
附
影
印
」『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
第
二
部
門
』
五
五
、二
〇
〇
四

年
、
同
「『
新
撰
楽
譜
』
の
楽
目
録
に
つ
い
て
―
平
成
十
四
年
の
新
出
史

料
を
中
心
に
―
」、
神
野
藤
昭
夫
・
多
忠
輝
監
修
『
越
境
す
る
雅
楽
文
化
』、



一
七

社
会
文
化
論
集
　
第
十
三
号
　
二
〇
一
七
年
三
月

書
肆
フ
ロ
ー
ラ
、
二
〇
〇
九
年
。

（
59
）　

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（https://w

w
w
.digital.archives.

go.jp/

）画
像
お
よ
び『
大
日
本
史
料
』第
一
編
之
十
八
天
元
三
年（
九
八
〇
）

九
月
二
十
八
日
条
に
拠
っ
た
。

（
60
）　

昌
平
坂
学
問
所
本
以
外
に
本
稿
で
参
照
し
た
諸
本
は
以
下
の
通
り
。
Ａ
山

田
孝
雄
旧
蔵
本
①
（
富
山
市
立
図
書
館
蔵
）、
Ｂ
楽
歳
堂
本
（
上
野
学
園

大
学
日
本
音
楽
史
研
究
所
蔵
）、
Ｃ
写
字
台
本
（
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
）、

Ｄ
山
田
孝
雄
旧
蔵
本
②
（
富
山
市
立
図
書
館
蔵
）、
Ｅ
円
満
院
本
（
上
野

学
園
大
学
日
本
音
楽
史
研
究
所
蔵
）、
Ｆ
和
学
講
談
所
旧
蔵
本
（
国
立
公

文
書
館
蔵
）、
Ｇ
多
和
文
庫
蔵
本
、
Ｈ
東
京
芸
術
大
学
蔵
抄
写
本
。
Ｂ
～

Ｄ
本
が
楽
歳
堂
本
系
、Ｅ
が
円
満
院
本
系
、Ｆ
～
Ｈ
本
が
抄
写
本
。な
お
Ａ
・

Ｄ
は
富
山
市
立
図
書
館
電
子
図
書
館
（https://w
w
w
.library.toyam

a.
toyam

a.jp/denshi

）
掲
載
画
像
に
拠
っ
た
。
諸
本
の
調
査
閲
覧
、
複
写

に
配
慮
い
た
だ
い
た
諸
機
関
に
は
記
し
て
謝
し
た
い
。

（
61
）　
「
麿
」、
Ｅ
本
・
Ｆ
本
・
Ｇ
本
・
Ｈ
本
「
麻
呂
」。

（
62
）　
「
也
」、
Ｄ
本
「
世
」。

（
63
）　
「
々
」、
Ａ
本
・
Ｆ
本
・
Ｇ
本
・
Ｈ
本
「
代
」。

（
64
）　
「
麻
呂
」、
Ｇ
本
「
麿
」。

（
65
）　
「
唐
」、
Ｅ
本
・
Ｆ
本
・
Ｇ
本
・
Ｈ
本
な
し
。
Ｅ
本
、
朱
で
補
筆
。

（
66
）　
「
亡
」、
Ｆ
本
・
Ｇ
本
・
Ｈ
本
「
已
」。

（
67
）　

Ｅ
本
・
Ｆ
本
・
Ｇ
本
・
Ｈ
本
改
行
な
し
、
一
字
空
き
。

（
68
）　
「
弟
」、
Ａ
本
「
第
」。

（
69
）　
「
伝
」、
Ｅ
本
な
し
。
朱
で
補
筆
。

（
70
）　
「
真
長
」、
Ｈ
本
「
貞
長
」。

（
71
）　
「
第
」、
Ｄ
本
・
Ｇ
本
・
Ｈ
本
「
弟
」。

（
72
）　
「
稲
」、
Ｅ
本
・
Ｆ
本
・
Ｇ
本
・
Ｈ
本
「
福
」。

（
73
）　

磯
水
絵『
説
話
と
横
笛
―
平
安
京
の
管
弦
と
楽
人
』勉
誠
出
版
、二
〇
一
六
年
。

（
74
）　
『
奏
筝
血
脈
』、『
和
琴
血
脈
』、『
琵
琶
血
脈
』
な
ど
（『
続
群
書
類
従
』
所

収
本
に
拠
っ
た
）。

（
75
）　

福
島
和
夫
「
新
撰
横
笛
譜
序
文
並
び
に
貞
保
親
王
私
考
」、
前
掲
注
（
53
）

著
書
所
収
。

（
76
）　
『
體
源
抄
』
は
、
日
本
古
典
全
集
本
に
拠
っ
た
。
諸
伝
本
調
査
を
踏
ま
え

た
検
討
は
必
要
で
あ
る
。

（
77
）　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
九
月
乙
卯
条
。

（
78
）　

太
田
亮
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
第
二
巻
「
清
湍
」、
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓

氏
録
の
研
究
』
考
証
篇
第
五
左
京
諸
蕃
下
「
清
水
首
」
条
。

（
79
）　

た
と
え
ば
『
類
聚
国
史
』
巻
九
十
九
叙
位
天
長
二
年
（
八
二
五
）
正
月
辛

亥
（
四
日
）
条
に
み
え
る
「
上
毛
野
公
清
瀬
」
は
、『
続
日
本
後
紀
』
承

和
元
年
（
八
三
四
）
正
月
癸
亥
（
十
二
日
）
条
で
は
「
上
毛
野
公
清
湍
」

と
表
記
さ
れ
る
。

（
80
）　
『
北
山
抄
』
三
「
拾
遺
雑
抄
」
上
、
内
宴
事
。

（
81
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
十
月

乙
亥
条
脚
注
。

（
82
）　

渡
辺
信
一
郎
、
前
掲
注
（
4
）
著
書
。


